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(57)【要約】
【課題】旅行者が旅行の価値を高めることができる携帯
装置などを提供すること。
【解決手段】ユーザが旅行先で利用する旅行ガイドコン
テンツは、ＰＯＩ情報や地図データなどからなるガイド
情報と、ユーザが書き込んだメモ情報などからなるユー
ザ情報から構成されている。ユーザは、ユーザ端末３か
らコンテンツサーバ２にアクセスし、旅行先で利用する
旅行ガイドコンテンツをコンテンツサーバ２においてカ
スタマイズすることができる。カスタマイズされたコン
テンツは、業務端末４で記憶媒体９に格納された後、空
港カウンタ８で電子ガイド装置１０に装着される。ユー
ザは、空港カウンタ８で電子ガイド装置１０やＧＰＳ１
１のレンタルを受け、これを旅行先に携行する。ユーザ
は、旅行先で自分用にカスタマイズした旅行ガイドコン
テンツを利用することができる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の時間間隔で継続的に現在位置を計測した計測位置を取得する計測位置取得手段と
、
　前記計測位置取得手段で計測位置を取得したときの時刻を計測した計測時刻を取得する
計測時刻取得手段と、
　前記取得した計測位置と前記取得した計測時刻を対応付けて格納する位置時刻格納手段
と、
　を具備したことを特徴とする携帯装置。
【請求項２】
　各地点に地図上の位置情報が付与された地図データを含むガイド情報とユーザが作成し
たユーザ追加情報を含むガイドコンテンツを格納した記憶媒体と、
　前記格納されたガイドコンテンツを前記ガイド情報と前記ユーザ追加情報を関連させて
駆動する駆動手段と、
　前記位置時刻格納手段で格納された前記計測位置及び前記計測時刻と、前記地図データ
に付与された地図上の位置情報を用いて、地図上に移動経路を表示する表示手段と、
　を具備したことを特徴とする請求項１に記載の携帯装置。
【請求項３】
　被写体を撮影して画像データを生成する撮影手段と、
　前記撮影手段にて前記画像を撮影した撮影時刻を取得する撮影時刻取得手段と、
　前記生成した画像データと前記取得した撮影時刻を対応付けて格納する画像データ格納
手段と、
　前記位置時刻格納手段に格納された計測位置及び計測時刻と、前記画像データ格納手段
で格納した画像データに対応付けられた撮影時刻を符合させることにより、前記格納した
画像データの撮影位置を特定する撮影位置特定手段と、
　を具備したことを特徴とする請求項１に記載の携帯装置。
【請求項４】
　所定の時間間隔で継続的に現在位置を計測した計測位置を取得する計測位置取得機能と
、
　前記計測位置取得機能で計測位置を取得したときの時刻を計測した計測時刻を取得する
計測時刻取得機能と、
　前記取得した計測位置と前記取得した計測時刻を対応付けて格納する位置時刻格納機能
と、
　をコンピュータで実現するための情報処理プログラム。
【請求項５】
　各地点に地図上の位置情報が付与された地図データを含むガイド情報とユーザが作成し
たユーザ追加情報を含むガイドコンテンツを格納する格納機能と、
　前記格納されたガイドコンテンツを前記ガイド情報と前記ユーザ追加情報を関連させて
駆動する駆動機能と、
　前記位置時刻格納機能で格納された前記計測位置及び前記計測時刻と、前記地図データ
に付与された地図上の位置情報を用いて、地図上に移動経路を表示する表示機能と、
　をコンピュータで実現するための請求項４に記載の情報処理プログラム。
【請求項６】
　被写体を撮影して画像データを生成する撮影機能と、
　前記撮影機能にて前記画像を撮影した撮影時刻を取得する撮影時刻取得機能と、
　前記生成した画像データと前記取得した撮影時刻を対応付けて格納する画像データ格納
機能と、
　前記位置時刻格納機能に格納された計測位置及び計測時刻と、前記画像データ格納機能
で格納した画像データに対応付けられた撮影時刻を符合させることにより、前記格納した
画像データの撮影位置を特定する撮影位置特定機能と、
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　をコンピュータで実現する請求項４に記載の情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯装置、及び情報処理プログラムに関し、特に、旅行先に携帯する電子ガ
イド装置で利用する旅行ガイドコンテンツを、ダウンロードする前にサーバ上でカスタマ
イズすることにより、旅行の価値を高めることができるものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来は、旅行の準備をする場合、旅行ガイドブックや現地の地図、現地語会話集（海外
旅行の場合）などを複数買い込み、旅行計画を立てていた。
　計画項目は、観光予定地、ショッピング予定地、食事をするレストラン、宿泊するホテ
ル、及びこれらを結ぶ交通手段などに渡っている。
　そして、旅行ガイドブックにメモ書きをしたり、ページを折ったりして、重要な情報を
旅行ガイドブックに盛り込むことが行われている。
　最近では、電子旅行ガイドブックやインターネットなどを用いて旅行情報を収集するこ
とも盛んになってきた。
【０００３】
　旅行先では、旅行ガイドブックや地図などを多数携えながら、予め立案した旅行計画に
従って観光地を周り、景色や建造物、食事などを楽しむ。
　また、現地での状況などにより、旅行計画に無かった場所を訪れたりなど、予定外の行
動を取る場合もよくある。
　この場合は、携帯している旅行ガイドブックなど繰りながら予定を変更することになる
。
　旅行中は、写真を撮影したり、旅行日記をつけたりなどして、記録を残すことが一般に
行われている。
【０００４】
　旅行後は、訪問した場所の位置や旅行経路、撮影した写真、現地でのメモ書き、旅行日
記などを整理し、思い出アルバムを作成したりなどする。
　また、旅行誌に記事を投稿し、現地の詳しい情報を一般に提供したりなどする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、従来の旅行では、以下の様な問題があった。
　旅行計画は、複数の旅行ガイドや地図などを買い込み、これらを比較しながら立てる必
要があったため、かなり骨の折れる作業であった。
　旅行先では、自分に関係のない情報が多数含まれる重い旅行ガイドブックやかさばる地
図を持ち歩き、これらを繰りながら目的地を周る必要があった。
【０００６】
　旅行後においては、大量の写真を撮影日時、及び場所に基づいて整理しなくてはならず
、手間と時間がかかる作業であった。
　また、詳細な旅行日記を取っていない場合は、自分が辿った経路や観光地を訪れた日時
を失念してしまうこともよくあった。
【０００７】
　これらの要因により、従来の方法では、旅行の価値を最大限に引き出すのが困難であっ
た。
　更に、これら旅行の３つの段階を一貫して支援するシステム（情報の提供や現地での誘
導の支援、旅行後の記録の整理など）は存在しなかった。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、旅行者が旅行の価値を高めることができる携帯装置などを提
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供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、前記目的を達成するために、
　所定の時間間隔で継続的に現在位置を計測した計測位置を取得する計測位置取得手段と
、前記計測位置取得手段で計測位置を取得したときの時刻を計測した計測時刻を取得する
計測時刻取得手段と、前記取得した計測位置と前記取得した計測時刻を対応付けて格納す
る位置時刻格納手段と、を具備したことを特徴とする携帯装置を提供する。
　この携帯装置は、更に地点に地図上の位置情報が付与された地図データを含むガイド情
報とユーザが作成したユーザ追加情報を含むガイドコンテンツを格納した記憶媒体と、前
記格納されたガイドコンテンツを前記ガイド情報と前記ユーザ追加情報を関連させて駆動
する駆動手段と、前記位置時刻格納手段で格納された前記計測位置及び前記計測時刻と、
前記地図データに付与された地図上の位置情報を用いて、地図上に移動経路を表示する表
示手段と、を具備することができる。
　更に、この携帯装置は、被写体を撮影して画像データを生成する撮影手段と、前記撮影
手段にて前記画像を撮影した撮影時刻を取得する撮影時刻取得手段と、前記生成した画像
データと前記取得した撮影時刻を対応付けて格納する画像データ格納手段と、前記位置時
刻格納手段に格納された計測位置及び計測時刻と、前記画像データ格納手段で格納した画
像データに対応付けられた撮影時刻を符合させることにより、前記格納した画像データの
撮影位置を特定する撮影位置特定手段と、を具備することもできる。
　また、以上の携帯装置をネットワーク化する事ができるほか、コンピュータにこれらの
機能を実行させる方法、プログラム、及びプログラムを記憶した記憶媒体を提供すること
もできる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、旅行者が旅行の価値を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の好適な実施の形態について、図を参照して詳細に説明する。
（１）実施形態の概要
　本実施の形態の旅行ガイドシステム（図１）は、旅行前、旅行中、旅行後の各段階に応
じて、旅行者（以下ユーザ）に各種の有益なサービスを提供することができる。
　以下では、海外旅行を対象として説明する。
【００１２】
　［旅行前］　ユーザは、ユーザ端末３から旅行先に携帯する電子ガイド装置１０に搭載
する旅行ガイドコンテンツをコンテンツサーバ２上でカスタマイズ、及びプレビューを行
うことができる。
　旅行ガイドコンテンツは、ガイド情報とユーザ情報を用いて生成されている。ガイド情
報は、例えば現地の地図データ、ＰＯＩ（観光名所情報やレストラン情報など場所に関連
づけられた地点）をガイドするＰＯＩ情報（地点情報）など、旅行ガイド業者側が用意し
た情報やプログラムなどであり、ユーザ情報は、メモ情報、お気に入り登録、ルート設定
などユーザが作成し、ガイド情報に追加した情報である。
【００１３】
　旅行ガイド情報は、ハワイ、ローマなどの旅行先ごとに用意されている他、基本コース
、グルメコース、ゴルフコースなど、ユーザの嗜好に応じて分類されている。ユーザは、
これらのうちから所望のものを選択することができる。
　ユーザ情報としては、例えば、あるレストランのＰＯＩ情報に対応させて「ここでラン
チ！」などとメモ情報を書き込むことができる。このように、旅行ガイド情報を選択した
り、ユーザ情報を作成したりすることにより、旅行ガイドコンテンツを自分用にカスタマ
イズすることができる。
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【００１４】
　旅行ガイドコンテンツをプレビューする場合、ユーザ端末３上に電子ガイド装置１０で
表示されるのと同様のプレビュー画面が表示されると共に、表示された旅行ガイドコンテ
ンツに対し、擬似的に電子ガイド装置１０で行うのと同様の操作を行うことができる。
　このため、ユーザは、ユーザ端末３で旅行ガイドコンテンツをプレビューすることによ
り、電子ガイド装置１０での旅行ガイドコンテンツの操作をユーザ端末３上で練習するこ
とができる。
【００１５】
　カスタマイズされた旅行ガイドコンテンツは、コンテンツサーバ２から旅行ガイド業者
（旅行ガイドコンテンツのベンダー）の業務端末４へダウンロードされ記憶媒体９に記憶
される。記憶媒体９は、半導体記憶装置などのメモリカードで構成されており、電子ガイ
ド装置１０に装着できるようになっている。旅行ガイド業者は、旅行ガイドコンテンツを
記憶した記憶媒体９を空港カウンタ８に送付する。
【００１６】
　空港カウンタ８では、カウンタ係員が記憶媒体９を電子ガイド装置１０に装着し、これ
をＧＰＳ１１と共にユーザに貸し出す。これによりユーザは、電子ガイド装置１０及び記
憶媒体９に格納された旅行ガイドコンテンツのレンタルを受けることになる。
　ユーザは、電子ガイド装置１０を旅行先に携帯することにより、自分でカスタマイズし
た旅行ガイドコンテンツを利用することができる。
【００１７】
　電子ガイド装置１０は、コンテンツをユーザに提示するためのディスプレイ、文字情報
などを入力するための各種キー、画像情報を取り込むためのデジタル式カメラを内蔵して
いる。
　また、電子ガイド装置１０とＧＰＳ１１は、無線通信が可能であり、電子ガイド装置１
０はＧＰＳ１１から現在位置に関する位置情報（緯度と経度からなる測位情報、高度を含
む場合もある）を受信することができる。
【００１８】
　［旅行中］ユーザは、旅行先で電子ガイド装置１０（以下記憶媒体９を装着済み）とＧ
ＰＳ１１を携帯しながら行動する。
　ユーザは、電子ガイド装置１０上で旅行ガイドコンテンツを利用することができ、現地
の地図、ＰＯＩ情報、メモ情報、現在地の表示、目的地までの最適経路の表示などの旅行
支援情報を得ることができる。
　現在地はＧＰＳ１１から送信されてきた位置情報を用いて表示されるものである。
【００１９】
　地図データの各地点には、位置情報が付随しており、一方、ＰＯＩ情報にも所在地の位
置情報が付随している。このため、電子ガイド装置１０は、位置情報を符合（マッチング
）することにより、地図上にこれらＰＯＩ情報を布置して表示することができる。
　例えば、あるレストランのＰＯＩ情報を表すアイコンを地図上で当該レストランの所在
地に表示することができる。
　また、このアイコンを選択すると当該レストランの詳細情報を表示することができる。
【００２０】
　更に、電子ガイド装置１０は、旅行中ＧＰＳ１１からユーザの位置情報を所定の時間間
隔（例えば０．１秒）で無線により受信し、これを受信時刻と共にユーザの行動履歴とし
て記憶媒体９に記憶する。このように、行動履歴は、位置情報と時刻情報から構成されて
おり、これを地図上にプロットすることにより、ユーザが旅行中に辿った経路（軌跡）を
知ることができる。
　また、ユーザは、旅行中に電子ガイド装置１０に「このレストランはビフテキがおいし
かった」などとメモ情報を書き込んだり、旅行日記などを入力することができる。ユーザ
が旅行中に入力したデータは、旅行記録情報として記憶媒体９に格納される。
【００２１】
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　更に、電子ガイド装置１０に内蔵のデジタル式カメラで被写体を撮影すると、撮影時刻
が日時分秒（年）の単位で画像データと共に記録される。この画像データも旅行記録情報
として記憶媒体９に記憶される。
　この撮影時刻情報と、前述の行動履歴に含まれる時刻データを符合すると、デジタル式
カメラで撮影した画像の撮影場所を特定することができる。
【００２２】
　画像データや旅行中メモ情報など、ユーザが旅行中に追加した情報は旅行記録情報とし
て記憶媒体９に格納される。
【００２３】
　［旅行後］ユーザは空港に到着するとレンタルした機材一式（電子ガイド装置１０、Ｇ
ＰＳ１１）を空港カウンタ８で返却する。
　これにより、ユーザにレンタルされた、旅行ガイドコンテンツも返却されたことになる
。
　カウンタ係員は、電子ガイド装置１０から記憶媒体９を取り外して旅行ガイド業者に送
付する。
【００２４】
旅行ガイド業者は、空港カウンタ８から記憶媒体９を受け取り、旅行記録情報を抽出し、
コンテンツサーバ２にアップロードする。この旅行記録情報には、行動履歴が含まれてい
る。
【００２５】
　コンテンツサーバ２は、受信した旅行記録情報を用いて「思い出アルバム」なるＷｅｂ
ページを作成する。このアルバムページは、ユーザが旅行したエリアの地図上にユーザが
撮影した写真を撮影場所に布置したものである。更に、旅行中メモ情報も地図上に貼り付
けてもよい。
　ユーザは、このアルバムページをユーザ端末３で閲覧することにより、旅行を振り返る
ことができる。
【００２６】
（２）実施形態の詳細
　以下に、本発明の実施の形態について説明する。以下では、一例として海外旅行でユー
ザを支援する場合を対象にするが、これに限定するものではなく、国内旅行、外国人の海
外旅行、イベント鑑賞、観覧、訪問などにおいてユーザをガイドするように構成すること
もできる。
【００２７】
　（第１の実施の形態）
　図１は、本実施の形態に係る旅行ガイドシステムのシステム構成を示した概念図である
。
　旅行ガイドシステムは、ユーザ端末３、コンテンツサーバ２、業務端末４、レンタル機
材１５（記憶媒体９、電子ガイド装置１０、ＧＰＳ１１）を含んでいる。
【００２８】
　ユーザ端末３と業務端末４は、例えば、ＴＣＰ／ＩＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）などの所定の
プロトコルを用いることにより、インターネット５を介してコンテンツサーバ２と通信を
行うことができる。
【００２９】
　コンテンツサーバ２は、ユーザの登録を行う登録手段３２、ユーザの認証を行う認証手
段３３、旅行ガイドコンテンツのプレビューとカスタマイズを行うプレビュー・カスタマ
イズ手段３４、思い出アルバムを作成するアルバム作成手段３５などを備えている。
　コンテンツサーバ２は、旅行ガイド業者により管理されており、旅行ガイド業者は、コ
ンテンツサーバ２にある全ての情報に対して閲覧・管理を行うことができるようになって
いる。
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【００３０】
　登録手段３２は、ユーザを旅行ガイドシステムの利用者として登録するための手段であ
る。
　コンテンツサーバ２は、ユーザごとにカスタマイズした旅行ガイドコンテンツを提供す
るため、旅行ガイドコンテンツをユーザ別に管理しなくてはならない。そのため、コンテ
ンツサーバ２は、予め登録したユーザを対象にサービスを提供する。
【００３１】
　ユーザが新規登録する場合、コンテンツサーバ２は、ユーザ端末３に名前などの個人情
報を入力するための個人情報入力ページと、利用する旅行ガイドコンテンツや出発日時な
どを入力するレンタル情報ページを送信する。
　登録手段３２は、ユーザがこれらのページに入力したユーザ情報（ユーザ追加情報）を
ユーザ端末３から受信し、これを会員データベース４１に格納する。これにより、当該ユ
ーザの登録が行われる。
【００３２】
　図２（ａ）は、会員データベース４１に格納されているユーザ情報の一例を模式的に示
した図である。
　ユーザ情報は、ユーザＩＤ、パスワード、個人情報、レンタル情報などから構成されて
いる。
【００３３】
　ユーザＩＤは、登録手段３２が各ユーザに一意的に付与したものである。ユーザＩＤは
ユーザ端末３でユーザに提示されるので、ユーザはこれを控えておく。パスワードは、コ
ンテンツサーバ２にログインするためにユーザが設定したものである。以降、各ユーザは
、ユーザＩＤとパスワードにより認証される。
【００３４】
　個人情報は、ユーザの氏名、電子メールアドレス、電話番号、住所、性別、生年月日、
クレジットカードの種類及び番号、クレジットカードの利用限度金額、などの情報から構
成されている。
一方、レンタル情報は、ガイド情報ＩＤ、出発日、帰国日、便名、などの情報から構成さ
れている。
【００３５】
　ガイド情報ＩＤは、ユーザが各種用意されたガイド情報の中から選択したガイド情報を
特定する情報である。
　次に説明するように、ガイド情報は、目的地別に用意されており、内容により更に細か
い区分（コース）に分類されてガイド情報データベース４２に格納されている。ユーザは
、入会時にレンタル情報入力ページでガイド情報を選択することができ、このガイド情報
ＩＤは、ユーザが選択したガイド情報に付与されていたものである。また、選択したガイ
ド情報は後日変更可能である。
【００３６】
　図２（ｂ）は、ガイド情報データベース４２に格納されているデータの構成の一例を模
式的に示した図である。
　ガイド情報は、「ハワイ」、「ローマ」など、目的地別に区分され格納されている。そ
して、各目的地は「全般コース」、「ゴルフコース」、「ショッピングコース」、「グル
メコース」などと更に細かいコースに細分化されている。各区分にはガイド情報ＩＤが一
意的に付与されている。
【００３７】
　ユーザは、自分の目的地と嗜好に合わせてガイド情報を選択することにより、ガイド情
報を自分用にカスタマイズすることができる。
従来は、自分の旅行に関係のない情報も旅行ガイドブックと共に携帯したが、本実施の形
態では、必要な情報を選択的にカスタマイズすることができる。
【００３８】
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　ガイド情報は、解説情報（目的施設、場所などに関する情報）、画像情報（地図、写真
など）、現地基本情報（現地、目的施設・場所周辺の気候、交通案内、海外の場合の電話
のかけ方などに関する情報）、言語情報（現地で使用される言語や会話例、辞書などに関
する情報）、観光地情報、ＰＯＩ情報（ホテル、レストラン、店舗などに関する地点情報
）などの、ユーザの旅行を支援する様々な情報から構成されている。
【００３９】
　これらのガイド情報は、テキスト、画像（静止画、動画、地図など）、地図、ＰＯＩフ
ォーマットなどの形式でデータベース化されている。
これらガイド情報の中で、位置に関係する情報には緯度と経度による位置情報が付加され
ており、他の位置情報を持ったデータと対応づけられるようになっている。
【００４０】
　例えば、地図データ上の各地点には位置情報が付加されている。また、ＰＯＩ情報にも
所在地の位置情報が付与されている。
　そのため、地図データの位置情報と、ＰＯＩの位置情報を符合させることにより、地図
上で、ＰＯＩの所在地に、当該ＰＯＩのＰＯＩ情報を布置することができる。ＰＯＩ情報
の布置は、例えば、ＰＯＩ情報に対応づけられたアイコンを用いて行うことができる。
【００４１】
　図１に戻り、認証手段３３は、ユーザ端末３からアクセスしてきたユーザを認証する手
段である。
　認証手段３３は、ユーザがログインページで入力したユーザＩＤとパスワードを、会員
データベース４１に登録されているユーザＩＤとパスワードを比較することにより認証を
行う。
　認証手段３３は、ユーザが認証された場合、当該ユーザのログインを認め、認証されな
かった場合は、当該ユーザのログインを拒絶する。
【００４２】
　プレビュー・カスタマイズ手段３４は、旅行ガイドコンテンツをプレビューするプレビ
ュー機能や、旅行ガイドコンテンツをカスタマイズするカスタマイズ機能を提供する機能
部である。
　プレビュー・カスタマイズ手段３４は、ユーザの選択により、ユーザ端末３にプレビュ
ーページ又はカスタマイズページを送信する。ユーザはこれらのページを用いて、自分専
用の旅行ガイドコンテンツをプレビューしたり、又はカスタマイズをすることができる。
　このように、プレビュー・カスタマイズ手段３４は、コンテンツ生成手段を構成してい
る。
【００４３】
　まず、カスタマイズ機能について説明する。
　ユーザは、カスタマイズページにおいて、ＰＯＩに対してメモ情報を書き込んだり、重
要なＰＯＩ情報をお気に入りに登録したり、あるいは、予め旅行経路を設定することがで
きる。
　プレビュー・カスタマイズ手段３４は、ユーザが設定したこれら情報をユーザ情報とし
てユーザ情報データベース４３に格納する。
【００４４】
　図２（ｃ）は、ユーザ情報データベース４３に格納されているユーザ情報の一例を模式
的に示した図である。
　各ユーザ情報は、作成したユーザのユーザＩＤをキーとして検索できるようになってい
る。
【００４５】
　ユーザ情報は、メモ情報、お気に入り登録情報、ルート設定情報などユーザが自ら入力
し、設定した情報から構成されている。
　メモ情報は、特定のＰＯＩに対して「このお店は必見！」などと書き込まれたものであ
り、例えば自分で集めた情報、口コミ情報、友人から入手した情報などがメモ的に追記さ
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れる。
【００４６】
　図示しないが、メモ情報とＰＯＩ情報を対応させる対応情報が、メモ情報、ＰＯＩ情報
の何れか、又は対応情報を集めた対応情報データベースなどに記憶されている。
　対応情報を用いることにより、電子ガイド装置１０でＰＯＩ情報を表示した際に、当該
ＰＯＩに対応するメモ情報をＰＯＩ情報と共に表示することができる。
【００４７】
　また、メモ情報はテキストデータに限らず、写真などの画像データをメモ情報として入
力することもできる。
　更に、「この日は祝日」などと、特定のＰＯＩに関係しない情報を書き込めるように構
成してもよい。
【００４８】
　お気に入り登録情報は、ＰＯＩ情報のうち、重要なものをお気に入りとして登録したも
のである。
　後述するように、お気に入り登録されたＰＯＩ情報は、例えば画面上でページの角が折
られたような、お気に入り登録マークが表示され、他のＰＯＩ情報から識別可能に表示さ
れる。又、お気に入り登録されたＰＯＩ情報のみを表示させることもできる。
　また、お気に入り登録情報は、ユーザ情報としてユーザ情報データベース４３に格納す
るのではなく、ガイド情報内のＰＯＩ情報に直接書き込むように構成することもできる。
【００４９】
　ルート設定情報は、出発地点から目的地点に達するまでの道順を複数地図上に予め設定
した情報である。このように道順を予め設定しておくことで、現地に到着してから最適経
路を検索する必要がなくなるため、ユーザは現地で速やかに旅行を開始することができる
。
　また、ユーザ情報として、例えば、旅行スケジュールを設定すれば、グループで旅行す
る場合に、各グループメンバの電子ガイド装置１０でグループ行動のスケジュールを共有
することもできる。
【００５０】
　プレビュー・カスタマイズ手段３４は、上に説明したユーザが旅行ガイドコンテンツを
カスタマイズする機能を提供する他、ユーザが選択したガイド情報と、ユーザが設定した
ユーザ情報を用いて当該ユーザ用の旅行ガイドコンテンツを生成して業務端末４に送信す
るコンテンツ生成機能をも有している。
【００５１】
　より詳細には、プレビュー・カスタマイズ手段３４は、ユーザＩＤをキーに、ユーザが
選択したガイド情報と、ユーザが設定したユーザ情報をガイド情報データベース４２、ユ
ーザ情報データベース４３で検索し、これらを１つの旅行ガイドコンテンツにまとめて、
当該ユーザ用の旅行ガイドコンテンツを生成する。
　プレビュー・カスタマイズ手段３４が生成した旅行ガイドコンテンツは、業務端末４に
おいて記憶媒体９に書き込まれる。
【００５２】
　図３は、旅行ガイドコンテンツの構成を概念的に示した図である。
　図に示したように、旅行ガイドコンテンツは、ガイド情報とユーザ情報を１つのコンテ
ンツにまとめることにより構成されている。
　なお、図示しないが、旅行ガイドコンテンツには、ガイド情報とユーザ情報を対応させ
て利用するための制御ソフトが含まれている。
【００５３】
　次に、プレビュー機能について説明する。
　プレビュー機能を用いると、旅行先で電子ガイド装置１０を操作して旅行ガイドコンテ
ンツを利用するのと同様に、ユーザ端末３上で自分がカスタマイズした旅行ガイドコンテ
ンツを模擬的に試用することができる。
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　ユーザがユーザ端末３から、例えばページをめくるコマンドを送信すると（利用情報）
と、コンテンツサーバ２側で旅行ガイドコンテンツを利用するためのプログラム（利用プ
ログラム）が実行され、結果がユーザ端末３に送信される。
　このようにして、ユーザは、旅行前に自分用の旅行ガイドコンテンツの利用方法を練習
することができる。
【００５４】
　プレビュー・カスタマイズ手段３４は、ユーザがプレビュー・カスタマイズ手段３４を
用いて行った操作履歴をユーザごとにログファイルとして保存している。
　そして、プレビュー・カスタマイズ手段３４は、ユーザからプレビューページ又はカス
タマイズページの要求があった場合、ログファイルを参照して、当該ユーザ用の最新の状
態のプレビューページ又はカスタマイズページを生成し、ユーザ端末３に送信する。
【００５５】
　このように、プレビュー・カスタマイズ手段３４は、ユーザごとにＷｅｂページを生成
するようになっているため、各ユーザは、実質的にコンテンツサーバ２に自分専用のＷｅ
ｂページを有することになる。これにより、例えば、ユーザが編集作業を中断してログア
ウトした後、再度コンテンツサーバ２にログインした場合、中断したところからカスタマ
イズやプレビューを継続することができる。
【００５６】
　アルバム作成手段３５（図１）は、業務端末４から旅行記録情報を取得して旅行記録情
報データベース４４に格納する。そして、ユーザ端末３からアルバムページの送信要求が
あった場合、旅行記録情報データベース４４に格納された旅行記録情報を用いてアルバム
ページを生成し、ユーザ端末３に送信する。
【００５７】
　アルバムページは、ユーザが旅行した地域の地図上の撮影地点上に、ユーザが撮影した
写真を貼り付けたり、あるいは、「ここのコーヒーはおいしかった」などといった旅行中
メモ情報を地図上の喫茶店の位置に貼り付けたり、あるいはユーザの軌跡を図示したりな
どしたＷｅｂページである。
　アルバム作成手段３５は、画像データ取得手段と、地図データ取得手段と、地図上で画
像の撮影位置を特定する撮影位置特定手段と、地図上に画像を布置する布置手段を構成し
ている。
【００５８】
　図２（ｄ）は、旅行記録情報データベース４４に格納されている旅行記録情報の一例を
模式的に示した図である。
　旅行記録情報は、ユーザＩＤにより、ユーザごとに区分されている。
　図示したように、旅行記録情報には、行動履歴、画像データ、旅行中メモ情報などがあ
り、旅行期間中に記憶媒体９に蓄積された情報である。
【００５９】
　これらのうち、旅行中メモ情報は、ユーザが旅行中にＰＯＩに対して書き込んだメモ情
報である。
　旅行記録情報としてはこれらの他に旅行日記などを作成するように構成してもよい。
【００６０】
　アルバム作成手段３５（図１）は、画像データに付随する撮影時刻と行動履歴に含まれ
る時刻情報を符合することにより、画像データが撮影された地点を特定する。
　そして、アルバム作成手段３５は、地図上で、撮影地点上に対応する画像データを配置
する。
【００６１】
　また、アルバム作成手段３５で、地図上に画像を追加したり、テキストを書き込んだり
など、ユーザがアルバムページを編集することもできる。
【００６２】
　後述するように、本実施の形態では、旅行ガイドコンテンツをガイド情報とユーザ情報
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を別ファイルとして構成したため、ユーザ情報を変更せずに、ガイド情報を最新情報にア
ップデートすることが可能である。
　即ち、コンテンツサーバ２でガイド情報が最新情報となるように管理すると、業務端末
４から旅行ガイドコンテンツを記憶媒体９にダウンロードする際に、最新のガイド情報を
ダウンロードすることができる。
　また、旅行ガイドコンテンツを記憶媒体９にダウンロードした後も、ユーザ情報を変更
せずにガイド情報のみを変更することが可能である。
【００６３】
　なお、例えば、ガイド情報としてグルメコースとゴルフコースを用いるといったように
、複数の種類のガイド情報を組み合わせることができるように構成することもできる。
　また、個々にＰＯＩ情報を取捨選択してガイド情報をカスタマイズするように構成して
もよい。
【００６４】
　更に、例えば、旅行ガイド情報として複数の情報源（Ａ出版社の旅行ガイドブックを元
にして作成した情報、Ｂ出版社の旅行ガイドブックを元にして作成した情報、・・・など
）を用意し、情報源を項目ごと取捨選択して（レストランはＡ社の情報、ホテルはＢ社の
情報、・・・など）ガイド情報を編集できるように構成することもできる。
【００６５】
また、本実施の形態では、一例として、登録手段３２、認証手段３３、プレビュー・カス
タマイズ手段３４、アルバム作成手段３５を１台のコンテンツサーバ２で構成したが、こ
れに限定するものではなく、例えば、登録手段３２と認証手段３３は認証サーバで実現し
、プレビュー・カスタマイズ手段３４はコンテンツ生成サーバで実現するといったように
、複数のサーバ装置を組み合わせて旅行ガイドシステムを構成してもよい。又は、ユーザ
端末３によるＷｅｂ上での閲覧はＷｅｂサーバから行うようにし、Ｗｅｂサーバとコンテ
ンツサーバ２を接続して相互に情報をアップデートするように構成することもできる。
【００６６】
　ユーザ端末３（図１）は、例えば、インターネット５に接続可能なパーソナルコンピュ
ータなどの端末装置により構成されている。
　図中ユーザ端末３は一台のみ示してあるが、これは任意の数を設置することができる。
【００６７】
　ユーザ端末３は、ブラウザを備えており、コンテンツサーバ２から送信されてきた各ペ
ージ（個人情報入力ページ、レンタル情報入力ページ、カスタマイズページ、プレビュー
ページ、・・・）をディスプレイに表示することができる。
　また、ブラウザを用いてユーザが当該各ページから入力したデータ（個人情報、レンタ
ル情報など）をユーザ端末３からコンテンツサーバ２に送信することもできる。
【００６８】
　コンテンツサーバ２がユーザ端末３に送信する各ページは、例えばＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅ
ｒｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）、ＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａ
ｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）など、所定のマークアップ言語によって記述されている。
　ブラウザは、これらの言語によって記述されたファイルを解釈してディスプレイにＷｅ
ｂページを表示する。
【００６９】
　業務端末４は、ユーザがカスタマイズした旅行ガイドコンテンツを記憶媒体９に書き込
む書き込み手段と、旅行後に記憶媒体９から旅行記録情報を抽出してコンテンツサーバ２
に送信する旅行記録情報抽出手段を有した端末装置である。
　業務端末４の構成は、基本的にはユーザ端末３と同様であり、インターネット５に接続
可能なパーソナルコンピュータなどの端末装置により構成されている。
【００７０】
　旅行ガイドコンテンツをダウンロードする場合は、当該旅行ガイドコンテンツをカスタ
マイズしたユーザのユーザＩＤを業務端末４からコンテンツサーバ２に送信する。
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　すると、コンテンツサーバ２では、プレビュー・カスタマイズ手段３４が当該ユーザ用
にカスタマイズされた旅行ガイドコンテンツを生成して業務端末４に送信する。
この旅行ガイドコンテンツは、業務端末４で記憶媒体９に書き込まれ、空港カウンタ８な
どで電子ガイド装置１０に装着した形でユーザにレンタルされる。
また、レンタルを行う場所は、旅行代理店の空港カウンタの他に、空港に有する輸送会社
・カード会社のカウンタを用いることもできる。更には、宅配便によりユーザに直接送付
したり、市中の旅行代理店のカウンタや、コンビニエンスストアを用いることも可能であ
る。
【００７１】
　記憶媒体９は、内部に半導体記憶装置を搭載したメモリーカードであり、例えばメモリ
ースティック（登録商標）である。この半導体記憶装置は、読み書き可能な不揮発性の半
導体メモリであって、記憶内容を保持するのに電源を要しない。そのため、チップ状に小
型化することができる。記憶媒体９は、着脱可能な記憶媒体として、デスクトップ型ＰＣ
、ノート型ＰＣ、ＰＤＡ、デジタルカメラ、ハンディーカムなどで、プログラム保持用、
あるいはデータ保持用として多用されている。
【００７２】
　なお、記憶媒体９は、半導体記憶装置に限定するものではなく、例えば、ハードディス
ク、光磁気ディスク、光ディスク、フレキシブルディスク、磁気テープなどの読み書き可
能な記憶媒体であれば利用可能である。
【００７３】
　空港カウンタ８は、ユーザにレンタル機材１５の貸し出し及び回収を行う窓口であって
、例えば旅行ガイド業者と提携している旅行会社の店舗内などに設置されている。
　空港カウンタ８で、ユーザにレンタル機材１５が貸与される。また、電子ガイド装置１
０をユーザにレンタルする際に、電子ガイド装置１０と記憶媒体９をひもづけしておく。
これにより、コンテンツの所有権は旅行ガイド業者が所有し、電子ガイド装置１０の所有
権は旅行代理店が所有するといった営業形態が可能となる。
【００７４】
　レンタル機材１５は、記憶媒体９を搭載した電子ガイド装置１０及びＧＰＳ１１から構
成されている。
　電子ガイド装置１０は、例えばＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉ
ｓｔａｎｔ）などの、ユーザが旅行先で携帯可能な小型電子装置であって、携帯中は搭載
している電池によって駆動される。
【００７５】
　ＰＤＡとは、個人情報を管理したり、あるいは所定の情報処理を行うための、片手で保
持できる程度まで小型化したコンピュータである。
　ＰＤＡは、例えば、電子スケジュール管理、電子アドレス管理、電子メモ帳、行動リス
ト管理などの一般的にＰＩＭ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇ
ｅｒ）機能を備えている。
【００７６】
　詳細は後述するが、電子ガイド装置１０は、ＰＩＭ機能の他に、旅行ガイドコンテンツ
を表示装置に表示するためのブラウザや、ＧＰＳ信号受信機能、内蔵された内蔵カメラ（
デジタル式カメラ）などを備えている。
【００７７】
　また、電子ガイド装置１０は、記憶媒体９を着脱するためのスロットを備えており、こ
のスロットに記憶媒体９を装着することにより、記憶媒体９を電子ガイド装置１０の構成
要素として組み込むことができる。
【００７８】
　これにより、電子ガイド装置１０は、記憶媒体９に記憶されている旅行ガイドコンテン
ツが提供する各機能（地図の表示、ガイド情報の表示、最適経路の検索、現在位置の表示
、会話例の表示、メモ情報の表示など）をユーザに提供することができると共に、ユーザ
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の行動履歴や、ユーザが内蔵カメラで撮影した画像データ、ユーザが電子ガイド装置１０
から入力した旅行中メモ情報などの旅行記録情報を記憶媒体９に記憶することができる。
【００７９】
　更に、電子ガイド装置１０は、無線通信用のアンテナを備えており、ＧＰＳ１１と無線
通信することができる。電子ガイド装置１０は、ＧＰＳ１１から現在位置の位置情報を所
定の時間間隔で受信し、これを現在時刻と共に行動履歴として記憶媒体９に記憶する。
【００８０】
　本実施の形態では、電子ガイド装置１０とＧＰＳ１１を別物として構成したが、一体物
として構成することもできる。
　なお、電子ガイド装置１０とＧＰＳ１１を別物として構成した方が電子ガイド装置１０
及びＧＰＳ１１の電池の寿命は長くなる。
【００８１】
　ＧＰＳ１１は、ＧＰＳ衛星からのＧＰＳ信号を受信し、受信したＧＰＳ信号から現在位
置や現在時刻などの情報を算出する装置である。
ここで、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）とは、全地球
測位システムのことであり、高度２万［ｋｍ］の軌道を周回する複数の人工衛星から送信
されてくる信号を解析して現在位置の緯度経度、高度、現在時刻などを算出するシステム
である。
　また、ＧＰＳによる現在位置の算出には、ＧＰＳ衛生からの情報のみから行うＡｕｔｏ
ｎｏｕｍｏｕｓ　ＧＰＳと、地上に有る複数の基地局からの位置情報を取得して行うＮｅ
ｔｗｏｒｋ－Ｂａｓｅｄ　ＧＰＳと、ＧＰＳ衛生からの距離を基地局から位置をそれぞれ
計算し、より位置精度を高めるＮｅｔｗｏｒｋ－Ａｓｓｉｓｔｅｄの３つの方式がある。
ＧＰＳ１１は、これら全ての方式に対応するように構成することが可能である。
【００８２】
　行動履歴は、位置情報と時刻情報からなるが、ＧＰＳ１１から位置情報と時刻情報の双
方を電子ガイド装置１０に送信するように構成してもよいし、あるいはＧＰＳ１１は位置
情報だけを送信し、時刻情報は電子ガイド装置１０で付与するように構成してもよい。
【００８３】
　図４は、コンテンツサーバ２のハードウェア的な構成の一例を示した図である。
　コンテンツサーバ２は、制御部２０、通信制御部２１、記憶部２３、これらの機能部間
で信号やデータの送受信を媒介するバスライン２６などから構成されている。
【００８４】
　制御部２０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＯＭ
（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）などから構成されている。
【００８５】
　ＣＰＵは、プログラムを読み込み、当該プログラムで規定された手順に従って各種の情
報処理を行う。
　ＲＯＭは、読み込みのみ可能な記憶媒体であり、コンテンツサーバ２を動作させるため
の基本的なプログラムやパラメータなどが格納されている。
【００８６】
　ＲＡＭは、番地を付与された複数の記憶素子からなり、番地を指定することによって、
当該番地のデータを読み書きすることができるランダムアクセスメモリである。ＲＡＭは
、ＣＰＵがプログラムを実行する際のワーキングエリアなどを提供する。
　以上のように構成された制御部２０は、各種の情報処理を行ったり、コンテンツサーバ
２全体の動作を制御する。
【００８７】
　通信制御部２１は、例えばモデムなど、インターネット５とコンテンツサーバ２を接続
する装置である。通信制御部２１は、制御部２０によって制御され、ユーザ端末３や業務
端末４などの端末装置との通信を行う。
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　通信制御部２１は、ユーザ端末３や業務端末４とデータの入出力を行う入力手段、出力
手段であり、ガイド情報送信手段、ユーザ追加情報受信手段、コンテンツ出力手段、利用
情報受信手段（プレビューでのユーザ端末３からのコマンド）などを構成する。
【００８８】
　入出力部２２は、例えば、ディスプレイ、プリンタなどの出力装置や、キーボード、マ
ウスなどの入力装置から構成されている。
　これらの装置は、例えばコンテンツサーバ２の管理者がコンテンツサーバ２を維持管理
する際に使用する。
【００８９】
　記憶部２３は、例えばハードディスクなどで構成された大容量の読み書き可能な記憶装
置である。
　記憶部２３には、プログラム格納部２４、データ格納部２５が設けられており、各種の
プログラムやデータを記憶している。
【００９０】
　プログラム格納部２４には、コンテンツサーバ２にサーバ機能（ユーザ端末３や業務端
末４からのＷｅｂページ送信要求に応じて、所定のＷｅｂページをこれら端末装置に送信
する機能）を発揮させるためのサーバプログラム、ＲＡＭなどのメモリの管理やファイル
の入出力の管理など、コンテンツサーバ２を動作させるための基本的なプログラムである
ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）、制御部２０に旅行ガイドコンテンツ提供機
能を発揮させる旅行ガイドコンテンツ提供プログラムなどが格納されている。
【００９１】
　旅行ガイドコンテンツ提供プログラムを制御部２０のＣＰＵで実行することにより、図
１に示した登録手段３２、認証手段３３、プレビュー・カスタマイズ手段３４、アルバム
作成手段３５などの各機能部がソフトウェア的に構成される。
【００９２】
　データ格納部２５には、会員データベース４１、ガイド情報データベース４２、ユーザ
情報データベース４３、旅行記録情報データベース４４やその他のデータが格納されてい
る。
【００９３】
　図５は、ユーザ端末３のハードウェア的な構成の一例を示した図である。
　ユーザ端末３は、制御部５６にバスライン７３を介して表示部６４、マウス６６、キー
ボード６８、通信制御部７２、記憶部７８、記憶媒体駆動部７６、入出力インターフェー
ス（Ｉ／Ｆ）７４などの周辺機器が接続して構成されている。
　バスライン７３は、制御部５６と周辺機器との間で送受信される制御信号やデータ信号
を媒介する。
【００９４】
　制御部５６は、ＣＰＵ５８、ＲＯＭ６０、ＲＡＭ６２などから構成されている。
　制御部５６は、所定のプログラムにより駆動され、各種の情報処理を行ったり、ユーザ
端末３全体の動作を制御したりする。
　本実施の形態では、コンテンツサーバ２からダウンロードしたプレビューページやカス
タマイズページを用いて旅行ガイドコンテンツのプレビューやカスタマイズを行ったり、
アルバムページを閲覧する機能を発揮する。
【００９５】
　制御部５６の情報処理機能及び制御機能は、ＣＰＵ５８により発揮される。ＣＰＵ５８
は、レジスタと呼ばれる記憶部を有しており、このレジスタにＲＯＭ６０やＲＡＭ６２な
どからプログラムを読み込んで、これを実行する。
【００９６】
　ＲＯＭ６０は、ＣＰＵ５８が各種演算や制御を行うための各種プログラム、データ及び
パラメータなどを格納したリードオンリーメモリである。ＣＰＵ５８は、ＲＯＭ６０から
プログラムやデータ、パラメータなどを読み込むことはできるが、これらを書き換えたり
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消去することは行わない。
【００９７】
　ＲＡＭ６２は、ＣＰＵ５８にワーキングメモリとして使用されるランダムアクセスメモ
リである。ＣＰＵ５８は、ＲＡＭ６２にプログラムやデータなどを書き込んだり消去した
りすることができる。本実施の形態では、ＲＡＭ６２には、旅行ガイドコンテンツをプレ
ビューしたり、あるいはカスタマイズしたり、又はアルバムページを閲覧したりするため
のエリアが確保可能となっている。
【００９８】
　表示部６４は、仮名や英文字などを入力するためのキーや数字を入力するためのテンキ
ー、各種機能キー、カーソルキー及びその他のキーによって構成されている。ユーザはキ
ーボードから例えばユーザＩＤやパスワードを入力したり、カスタマイズページでメモ情
報を書き込んだりなどすることができる。
【００９９】
　マウス６６は、ポインティングデバイスである。ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ
　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）などを用いてユーザ端末３を操作する場合、表示部６
４上にマウスの移動に伴って移動するポインタが表示される。
　マウスを机上で移動させることによりポインタを表示部６４上に表示されたボタンやア
イコンなどに合わせ、マウスボタンをクリックすると、これらボタンやアイコンに対応づ
けられた各種操作を行うことができる。
【０１００】
　表示部６４は、例えばＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）ディスプレイ、液
晶ディスプレイ、プラズマディスプレイなどで構成されている。
　表示部６４には、プレビューページ、カスタマイズページ、アルバムページなどを表示
することができる。
【０１０１】
　通信制御部７２は、ユーザ端末３をインターネット５に接続するための装置であって、
モデム、ターミナルアダプタ、その他の接続装置によって構成されている。
　ユーザ端末３は、通信制御部７２を用いて、コンテンツサーバ２と通信することができ
る。
　通信制御部７２は、ガイド情報受信手段、ユーザ追加情報送信手段などを構成している
。
【０１０２】
　記憶部７８は、読み書き可能な記憶媒体と、その記憶媒体に対してプログラムやデータ
を読み書きするための駆動装置によって構成されている。当該記憶媒体として主にハード
ディスクが使用されるが、その他に、例えば、光磁気ディスク、磁気ディスク、半導体メ
モリなどの他の読み書き可能な記憶媒体によって構成することも可能である。
【０１０３】
　記憶部７８には、プログラム格納部７９と、データ格納部８０が設けてあり、プログラ
ム格納部７９には、ＣＰＵ５８で実行するための各種プログラムが、またデータ格納部８
０には、各種データが格納されている。
【０１０４】
　プログラム格納部７９には、ユーザ端末３を動作させるための基本的なプログラムであ
るＯＳ、コンテンツサーバ２からダウンロードしたＷｅｂページを表示するためのブラウ
ザソフト、通信制御部７２を制御して、コンテンツサーバ２との通信を制御する通信制御
プログラムなどが格納されている。
【０１０５】
　記憶媒体駆動部７６は、着脱可能な記憶媒体を駆動してデータの読み書きを行うための
駆動装置である。着脱可能な記憶媒体としては、例えば、光磁気ディスク、磁気ディスク
、磁気テープ、半導体メモリ、データをパンチした紙テープ、ＣＤ－ＲＯＭなどがある。
なお、ＣＤ－ＲＯＭや紙テープは、読み込みのみ可能である。
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【０１０６】
　入出力インターフェース（Ｉ／Ｆ）７４は、例えば、シリアルインターフェースやその
他の規格のインターフェースにより構成されている。入出力インターフェース７４に当該
インターフェースに対応した外部機器を接続することにより、ユーザ端末３の機能を拡張
することができる。
【０１０７】
業務端末４のハードウェアの構成は、基本的にはユーザ端末３と同様である。　業務端末
４は、記憶媒体９に対してデータを読み書きする記憶媒体駆動部を備えており、コンテン
ツサーバ２から受信した旅行ガイドコンテンツを記憶媒体９に書き込むことができる他、
旅行後にユーザから送付された記憶媒体９から、旅行記録情報を抽出し、コンテンツサー
バ２に送信することができる。
また、業務端末４から個人情報・レンタル情報などレンタル業務に必要な情報を閲覧・入
力することが可能である。
【０１０８】
　図６は、電子ガイド装置１０のハードウェアの構成の一例を示した図である。電子ガイ
ド装置１０は、ＣＰＵ８６、無線通信部８１、ＲＯＭ９０、ＲＡＭ９１、表示部９２、記
憶媒体９３、内蔵カメラ９４がバスライン８９で接続されて構成されている。
【０１０９】
　無線通信部８１は、ベースバンド処理部８４、ＲＦ処理部８３、無線通信アンテナ８２
から構成されており、ＧＰＳ１１から位置情報を受信する。無線通信部８１は、ローカル
無線機能による無線技術を採用している。
【０１１０】
　ローカル無線機能による無線技術とは、例えば、ダイレクト・シーケンス・スペクトル
拡散（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｓｐｒｅａｄ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ：ＤＳＳＳ）
無線通信向けのものなど、ＩＥＥＥ８０２．１１規格に準拠する無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）
通信に採用されるものと同じ２．４［ＧＨｚ］のＩＳＭ（Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｓｃｉ
ｅｎｔｉｆｉｃ　ａｎｄ　Ｍｅｄｉｃａｌ）帯域を使用する無線通信のことで、ブルート
ゥース（Ｂｌｕｅ　Ｔｏｏｔｈ）と称されており、一般的に１０［ｍ］以内の距離にある
他のデバイスにデータを伝達するのに適している。
【０１１１】
　電子ガイド装置１０は、ＧＰＳ１１から位置情報を受信するに際して、その要求信号を
ＧＰＳ１１に送信する。要求信号は、ＣＰＵ８６からベースバンド処理部８４に送出され
て信号処理された後、ＲＦ処理部８３で伝送波に載せられる。そして、無線通信アンテナ
８２からＧＰＳ１１に無線により送出される。
【０１１２】
　一方、ＧＰＳ１１から無線送信されてきた位置情報は、無線通信アンテナ８２で受信さ
れた後、ＲＦ処理部８３で信号が抽出され、更にベースバンド処理部８４で信号処理され
てＣＰＵ８６に伝えられる。
　なお、無線通信部８１は、所定の時間間隔（例えば、０．１［秒］）でＧＰＳ１１から
位置情報を取得し、これを行動履歴として記憶媒体９に格納する。
　無線通信アンテナ８２は、計測位置取得手段、計測時刻取得手段を構成している。
【０１１３】
　ＣＰＵ８６は、ＲＯＭ９０やその他の記憶装置に格納されている各種のプログラムに従
って、各種の情報処理や電子ガイド装置１０の制御などを行う。
　ＣＰＵ８６は、旅行ガイドコンテンツを制御ソフトに従って駆動する駆動手段を構成し
ている。また、ＣＰＵ８６は、行動履歴と画像データの撮影時刻から画像データの撮影位
置を特定する撮影位置特定手段を構成することもできる。
【０１１４】
　記憶媒体駆動部８７には、記憶媒体９が装着される。これにより、ＣＰＵ８６は、記憶
媒体９に対してデータの読み書きを行うことができる。
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　より詳細には、ＣＰＵ８６は、記憶媒体９に記憶された旅行ガイドコンテンツを読み出
して、旅行ガイドコンテンツに含まれる制御プログラムを実行（駆動）することができる
他、旅行記録情報（行動履歴、画像データ、旅行中メモ情報など）を記憶媒体９に書き込
むことができる。記憶媒体９は、位置時刻格納手段、画像データ格納手段などを構成して
いる。
【０１１５】
ＲＯＭ９０は、電子ガイド装置１０を動作させるためのプログラムを格納している。この
ようなプログラムとしては、例えば、基本的な機能を発揮させるＯＳ、旅行ガイドコンテ
ンツを表示するためのブラウザ、内蔵カメラ９４を制御する内蔵カメラ制御プログラム、
ＧＰＳ１１との無線通信を制御する通信プログラム、ユーザが入力した文字を漢字に変換
する仮名漢字変換プログラムなどがある。
【０１１６】
　なお、本実施の形態では、旅行ガイドコンテンツを利用するための制御ソフト（利用プ
ログラム）を旅行ガイドコンテンツに含めたが、この制御ソフトをＲＯＭ９０に予め用意
しておいてもよい。この場合は、旅行ガイドコンテンツに制御ソフトを含める必要はなく
なる。
また、制御ソフトをＲＡＭ９１に格納したり、あるいは、記憶媒体駆動部８７にハードデ
ィスクを装着し、これに制御ソフトを格納するように構成することも可能である。
【０１１７】
　ＲＡＭ９１は、ＣＰＵ８６が動作するためのワーキングエリアを提供する。
　例えば、旅行ガイドコンテンツの制御ソフトを駆動したり、あるいはＧＰＳ１１から位
置情報を受信したり、内蔵カメラ９４で被写体を撮影したりする場合に、ＣＰＵ８６は、
ＲＡＭ９１を一時的にデータを保持するために利用する。
【０１１８】
　表示部９２は、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）などで構成された表示手段であり、旅行
ガイドコンテンツが提供する各画面を表示する。表示される内容としては、画像、写真あ
るいは文字のガイド情報やユーザ情報などがある。
　更に、表示部９２は、タッチパネルからなる入力部をも構成しており、ユーザは、表示
部９２に表示された要素をタッチペンや指先などでタップすることにより、所定の情報を
電子ガイド装置１０に入力することができる。
【０１１９】
　入力部９３は、ユーザが電子ガイド装置１０に情報を入力するための機能部であり、例
えば、キー操作部から構成されている。ユーザは、キー操作部から、数字、文字などを入
力することができる。
【０１２０】
　内蔵カメラ９４は、デジタル式のカメラであり、シャッター、レンズ、ＣＣＤ素子、フ
ォーカスコントロール部などから構成されている。
　フォーカスコントロール部は、被写体までの距離を測定してレンズ位置を調節し、ピン
トの調節を自動的に行う機能部である。ＣＣＤ素子は、レンズによって結像した被写体の
像を電気信号に変換する素子である。この他絞りの設定も自動的に行われる。
　内蔵カメラ９４は、撮影手段、撮影時刻取得手段を構成している。
【０１２１】
　ユーザがシャッターを押すと、ＣＣＤ素子上の像が電気信号に変換され、ＣＰＵ８６は
ここから画像データを生成し、記憶媒体９に格納される。
電子ガイド装置１０は、時計を内蔵しており、撮影時刻が日時分秒の単位で画像データに
付与される。この撮影時刻に関するデータは、後にアルバムページを作成するのに使用す
る。また、画像データは、記憶媒体９に直接記憶させる場合に加え、ＲＡＭ９１に記憶し
ておきバッチ処理にて記憶媒体９に記憶するように構成することもできる。
【０１２２】
　図７は、記憶媒体９に格納されている旅行ガイドコンテンツのファイル構成の一例を示
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した図である。
　ルートディレクトリの下層に、ガイド情報１０１、ユーザ情報１０２、旅行記録情報１
０３、プログラム１０４、・・・、などの各ディレクトリが生成されている。
【０１２３】
　そして、ガイド情報１０１の下層には、更にＰＯＩ１０５、地図１０６、制御ソフト１
０７などのディレクトリが生成されている。
　ＰＯＩ１０５には、レストランの情報やホテルの情報など、ＰＯＩ情報が格納されてい
る。
【０１２４】
　地図１０６には、目的地に関する地図データが格納されてる。本実施の形態では、地図
データをラスタ地図で用意した。また、地図データをベクタ地図で構成することも可能で
ある。
【０１２５】
　制御ソフト１０７には、電子ガイド装置１０の表示部９２に表示する表示内容を制御す
るための制御ソフトが格納されている。
　この制御ソフトには、ＰＯＩ１０５に格納されているＰＯＩ情報、地図１０６に格納さ
れている地図データ、ユーザ情報１０２に格納されているユーザ情報をリンクするなどし
て対応づける機能をＣＰＵ８６に発揮させる。
【０１２６】
　そして、ＣＰＵ８６は、この制御ソフトを用いてこれらの情報をＧＵＩにて表示部９２
に表示することができる。
　また、制御ソフトにより、ユーザの入力に応じてＰＯＩ情報を表示したり、メモ情報を
表示したりなど、表示内容を変化させることができる。
【０１２７】
　このように、本実施の形態では、ガイド情報をＰＯＩ情報、地図データ、・・・などと
、内容に応じて別ファイルとして管理することができる。そのため、例えば、比較的変更
の少ない地図データを変更せずに、頻繁に内容が変化するＰＯＩ情報のみを更新すること
ができる。
【０１２８】
　ユーザ情報１０２の下層には、更に、メモ情報１１０、お気に入り登録情報１１１、ル
ート情報１１２などのディレクトリが生成されている。
　メモ情報１１０には、ユーザが作成したメモ情報が格納されている。メモ情報がガイド
情報に関連づけられている場合は、そのメモ情報には、関連先のガイド情報を特定する情
報が付与されている。
【０１２９】
　関連先のガイド情報としては、例えばＰＯＩ情報がある。メモ情報に関連先のＰＯＩ情
報を特定する情報を付与しておくことにより、ＰＯＩ情報を表示した場合、当該ＰＯＩに
対して作成したメモ情報を表示することができる。
　又は、逆にＰＯＩ情報に関連するメモ情報を特定する情報を付与したり、あるいは、Ｐ
ＯＩ情報とメモ情報の関連関係を格納したデータベースを用意するなどしても同様の効果
を得ることができる。
【０１３０】
　お気に入り登録情報１１１には、お気に入り登録したＰＯＩ情報などを特定する情報が
格納されている。なお、お気に入り登録情報は、お気に入り登録情報１１１で管理せず、
お気に入り登録されたＰＯＩ情報に直接識別子を付与するなどしてこれを管理してもよい
。
　ルート情報１１２には、ユーザが予め設定した移動経路を地図上で表示するためのデー
タが格納されている。
【０１３１】
　旅行記録情報１０３の下層には、更に、画像データ１１５、旅行中メモ情報１１６、行
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動履歴１１７などの各ディレクトリが生成されている。
　画像データ１１５には、内蔵カメラ９４で撮影した画像データが格納されている。画像
データは、例えばＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　
Ｇｒｏｕｐ）形式などの所定の形式で格納されている。内蔵カメラ９４で、静止画像のみ
ならず動画も撮影できるように構成することもできる。
【０１３２】
　旅行中メモ情報１１６には、ユーザが旅行中に入力した旅行中メモ情報が格納されてい
る。
　行動履歴１１７には、ＧＰＳ１１から受信した位置情報が受信時刻と共に格納されてい
る。行動履歴１１７により、ユーザがいつどこにいたかを把握することができ、旅行中の
ユーザの軌跡を特定することができる。
【０１３３】
　プログラム１０４には、最適経路検索プログラム１１８などの電子ガイド装置１０で利
用するアプリケーションプログラムが格納されている。
　最適経路検索プログラム１１８は、ユーザが目的地を設定すると、現在位置（現在位置
はＧＰＳ１１の位置情報から取得）から、目的地までの最適経路を計算し、算出した経路
を地図上で表示するためのプログラムである。
【０１３４】
　なお、記憶媒体９に格納されている位置に関連づけられたデータ（地図データ、ＰＯＩ
情報、メモ情報、行動履歴など）は、標準的な位置情報フォーマットで記録されているた
め、地図データに複数のコンテンツを関連づけられる他、記憶媒体９を利用可能な複数の
機器間で位置情報を共有することができる。
【０１３５】
　これにより、例えば、内蔵カメラ９４で撮影した画像データをコンピュータの地図上に
貼り付けるといった複数の機器間を越えて位置情報を媒介するといったサービスが可能と
なる。
【０１３６】
　記憶媒体９としてメモリスティックを利用する場合は、位置情報交換フォーマットとし
てＧＬＯＲＩＥ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ－ｒｅｌａｔｅｄ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｆｉｌｅ　Ｆｏｒｍａｔ（ＭＳ位置情報ファイルフォーマッ
ト））が定義されているので、このフォーマットで記録することにより、データのやりと
りを簡単に行うことができる。
【０１３７】
　このように、共通のフォーマットを用いると、記憶媒体９のような外部記録媒体を用い
て容易に他の機器との間でデータをやりとりすることができる。
　例えば、友人と前もって旅行の相談をする場合に、共通のフォーマットのデータを用い
れば、記憶媒体９を介して情報交換をすることにより、相互に異なったタイプの機器を所
有していたとしても、自分の所有する機器にあった形でＰＯＩ情報を見ることができる。
また、これを地図上に反映することができる。
【０１３８】
　図８は、ＰＯＩ情報の具体的な記述例を示した図である。図では一例としてＰＯＩ情報
をＸＭＬを用いて作成してある。
　図８において、ＰＯＩ情報であることを示す（＜ｐｏｉ＞）タグ内に、ポジション（＜
ｐｏｓ＞）タグで囲んで、緯度（＜ｌａｔ＞）タグ、経度（＜ｌｏｎ＞）タグを記述して
いる。
　また、名称（＜ｎａｍｅ＞）タグにて「カメハメハ大王像」を記述し、情報（＜ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ＞）タグで解説情報を記述している。
【０１３９】
　また、このＰＯＩ情報はリンクファイル（＜ｌｉｎｋｆｉｌｅ＞）タグが追加されてお
り、その中に、＜ｔｅｘｔ　ｈｅｒｆ＝&quot;．．．／ｍｅｍｏ．ｔｘｔ&quot;＞＜／ｔ



(20) JP 2008-51818 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

ｅｘｔ＞でユーザ情報へのリンクが指定されている。これにより、例えばユーザが作成し
たテキストファイルｍｅｍｏ．ｔｘｔで記録されているユーザ情報「絶対おすすめです」
を表示することができる。
　この例では、ＰＯＩ情報にメモ情報を特定する情報が書き込まれている。
【０１４０】
　なお、これは、ＰＯＩ情報の記述をＸＭＬによるものに限定する物ではなく、ＨＴＭＬ
（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）などの他のコンピュータ言語
を用いて記述してもよい。
【０１４１】
　図９は、電子ガイド装置１０の外観の一例を示した図である。
　電子ガイド装置１０は、表示部９２、キー操作部１２１、レンズ１２０、シャッター１
２３、無線通信アンテナ８２を備えている。
【０１４２】
　表示部９２は、旅行ガイドコンテンツが提供する案内画面を表示することができる。こ
の案内画面では、ガイド情報と、ユーザ情報を関連づけて表示できる他、現在位置を地図
上に表示したりなどすることができる。
　また、表示部９２は、タッチパネルになっており、画面上のアイコンをタップするなど
して、表示内容を変化させることができる。
【０１４３】
　キー操作部１２１は、数字・文字キー、スペースキー、ファンクションボタンなど、各
種のキーが備えられており、ユーザは、キー操作部１２１から文字情報やプログラムを実
行するためのコマンドなど各種の情報を入力することができる。
【０１４４】
　レンズ１２０は、内蔵カメラ９４で撮影するための被写体を捕らえるためのレンズであ
る。ユーザがシャッター１２３を押下すると、レンズ１２０が捕らえていた像が画像デー
タとして記憶媒体９に格納される。
　図では、レンズ１２０と表示部９２が同じ面に配設されているが、レンズ１２０を紙面
裏側に配設し、レンズ１２０が捕らえている映像を表示部９２にリアルタイムで表示する
ように構成することもできる。このように構成すると、ユーザは、レンズ１２０が捕らえ
ている像を表示部９２で確認しながらシャッター１２３を押下することができる。
【０１４５】
　図１０は、電子ガイド装置１０の表示部９２に表示された案内画面の一例を示した図で
ある。ユーザは、案内画面から旅行ガイドコンテンツを利用することができる。
　図は、ＰＯＩとして「カメハメハ大王像」が選択されている場合を示している。
　ＰＯＩ名称１３２には、選択されているＰＯＩの名称が表示される。図では日本語で名
称を表示しているが、「日本語名称／現地語名称」のように、複数の言語で表示してもよ
い。
【０１４６】
　サブタイトル１３３は、サブタイトルを表示したものである。
　お気に入りマーク１４５は、タップするとトグル動作し、当該ＰＯＩ情報をお気に入り
登録することができる。ユーザ端末３でお気に入り登録したものがデフォルトとなってい
る。
　所定の操作を行うことにより、お気に入り登録されたＰＯＩ情報だけを表示することが
できる。
【０１４７】
　カテゴリアイコン１３１は、ホテル、レストラン、店程度の大分類のカテゴリをアイコ
ン化して表示したものである。
　ページ送りボタン１４６をタップすると、表示しているＰＯＩ情報を次のＰＯＩ情報に
ページ送りしたり、あるいは前のページに戻ることができる。
　口コミボタン１３４をタップすると、口コミ情報が表示される。口コミ情報とは、例え
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ば、現地を旅行した人たちから伝えられた現地情報を電子化したものである。
【０１４８】
　行き方ボタン１３５をタップすると、行き方案内が表示される。また、目的地に到達す
るための最適経路を検索することもできる。
　これは、地図上で目的地にあるアイコン（レストランなどＰＯＩを示すアイコン）をタ
ップすると、ＣＰＵ８６が現在位置（ＧＰＳ１１からのデータにより取得）から目的地ま
での最適経路を計算して、地図上に表示するものである。
【０１４９】
　このように、電子ガイド装置１０は、カーナビゲーションシステムと同様に、いわゆる
マンナビゲーション機能を提供することができる。
　マンナビゲーションとは、歩行者の行ける場所への歩行者の歩行が可能な最適経路を表
示する技術である。
【０１５０】
　現在位置から目的地までの最適経路を算出するアルゴリズムはカーナビゲーションシス
テムのものが利用可能である。
　マンナビゲーションは、例えば、ランドマーク中のポイントや、テーマパーク中の建造
物や、あるいはショッピングモール中のレストランのように、店舗中の店舗など、車両で
は行けないが歩行者が行ける場所をナビゲートすることができる。
【０１５１】
　更に、マンナビゲーションは、例えば、公園内、海岸、歩道橋、駅構内、地下道、一方
通行道路の反対方向などのように、車両では通行できないが、歩行者が通行できる経路を
ナビゲートすることもできる。
　加えて、高速道路、自動車専用道路、治安上問題のある危険地帯などを避けてナビゲー
トすることもできる。
【０１５２】
　なお、カーナビゲーションシステムでは、ガソリンスタンドや幹線沿いのファミリーレ
ストランなど、車両用のＰＯＩが用意されているが、電子ガイド装置１０は、歩行者を対
象としたＰＯＩを中心に用意している。
【０１５３】
　時計ボタン１３６をタップすると時計画面がポップアップし、現地時刻と日本時間が併
記して表示される。所定の時刻に達するとアラーム音が発生するようにアラームを設定す
ることができる。アラームが設定された場合は、時計ボタン１３６のアイコンの形状が変
化する。
【０１５４】
　記号ボタン１４０は、家族向け、カップル向けなどアイコンで表したり、評価をアイコ
ンで表したりする。
　メモボタン１４１をタップすると、メモ画面がポップアップし、現在選択しているＰＯ
Ｉに関連づけて旅行中メモ情報を入力することができる。また、旅行前に入力したメモも
閲覧することができる。
会話例ボタン１４２をタップすると会話画面がポップアップし、現地語での料理の注文方
法など、ＰＯＩ情報に関連した会話例が現地語及び日本語での読み方が併記された形で表
示される。
【０１５５】
　詳細ボタン１４３をタップすると、現在表示しているＰＯＩに関するより詳しい情報（
美術館の解説、地図など）を表示する詳細表示画面がポップアップする。
　写真１４７をタップすると、写真が拡大表示される。複数の写真があった場合は、数秒
ごとに表示する写真を切り替える。また、フォトリストをサムネイルで一覧表示し、ユー
ザが選択して拡大表示するように構成することもできる。
情報ボタン１５０は、営業時間、定休日、住所、広告などのＰＯＩに関連する情報を表示
するための各種ボタンが用意されている。例えば、広告ボタン１５６をタップすると、現
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在表示しているＰＯＩ情報に関する広告ページがポップアップする。
【０１５６】
　解説フィールド１４４には、ＰＯＩ情報に関する解説文が表示される。解説フィールド
１４４をタップすると、ＰＯＩ名称１３２以下の部分一面に解説文が表示されるようにな
る。文字数が多い場合は、スクロールバー１４８をタップすることによりスクロールする
ことができる。
【０１５７】
　地図ウィンドウ１５３には、地図が表示される。ユーザが表示された地図内の地域にい
る場合は、ＧＰＳ１１から得られたユーザの現在位置１５５も表示される。また、現在位
置１５５に現在ユーザが進行している進行方向を示す情報を付加することもできる。
　更に、地図上には、現在表示しているＰＯＩの位置にアイコン１５４が表示される。
これは、ＰＯＩ情報が有する位置情報と、地図上の各点が有する位置情報を符合すること
により表示したものである。
また、ユーザが選択することにより、地図ウィンドウ１５３の中心部分に現在位置１５５
及び現在表示しているＰＯＩの位置にあるアイコン１５４の何れかを位置させることが可
能である。
【０１５８】
　ＰＯＩのアイコンは、例えば、ホテル、店舗、レストラン、などＰＯＩが分類されるカ
テゴリが識別可能な形態で表示される。
【０１５９】
　ズームボタン１５１をタップすると、地図ウインドウ１５３に表示されいる地図の縮尺
を切り替えることができる。
　ＰＯＩ画面／地図画面切り替えボタン１５２をタップすると、図に示したＰＯＩ画面と
、画面全面に地図が表示される地図画面を切り替えることができる。
【０１６０】
　また、地図ウインドウ１５３に、ユーザが移動した経路（軌跡）を表示することもでき
る。これは、行動履歴に含まれる位置情報を地図上でプロットすることにより得られる。
これにより、ユーザは、自分が辿ってきた経路を知ることができる。
【０１６１】
　更に、地図ウインドウ１５３にユーザが撮影した画像を布置することも可能である。ユ
ーザが撮影した画像データには、撮影時刻が付随しているため、この撮影時刻を行動履歴
に含まれる時刻情報と符合することにより、当該画像データを撮影した場所を特定するこ
とができる。
　そして、撮影した画像のサムネイルを地図上に布置し、ユーザがサムネイルをタップす
ると、撮影した画像がポップアップ表示するように構成することができる。
【０１６２】
　図１１は、ユーザがユーザ端末３からコンテンツサーバ２に登録する手順を説明するた
めのフローチャートである。
　ユーザ端末３の動作は、ＣＰＵ５８が行うものであり、コンテンツサーバ２の動作は、
コンテンツサーバ２のＣＰＵが行うものである。
【０１６３】
　まず、ユーザは、ユーザ端末３において、ブラウザ上でコンテンツサーバ２のＵＲＬ（
Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒｓ）を入力し、コンテンツサーバ２
にアクセスする（ステップ５）。
　これに対し、コンテンツサーバ２は、ユーザ端末３にトップページを送信する（ステッ
プ４０）。
【０１６４】
　トップページには、新規登録とログインを選択できるようになっており、今の場合は新
規登録を選択する（ステップ１０）。すると、新規登録が選択されたことを示す信号がユ
ーザ端末３からコンテンツサーバ２に送信される。
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　コンテンツサーバ２は、この信号を受信すると、ユーザ端末３に個人情報入力ページを
送信する（ステップ４５）。
【０１６５】
　ユーザ端末３で表示された個人情報入力ページに指定された事項（氏名、電子メールア
ドレスなどの個人情報）と自分で設定したパスワードを入力し、当該ページに表示されて
いる送信ボタンをクリックするなどして、ユーザが入力した個人情報をコンテンツサーバ
２に送信する（ステップ１５）。
【０１６６】
　コンテンツサーバ２は、ユーザ端末３から個人情報を受信すると、これをＲＡＭなどに
一時記憶した後、ユーザ端末３にレンタル情報入力ページを送信する（ステップ５０）。
　ユーザは、ユーザ端末３で表示されたレンタル情報入力ページで指定されたレンタル情
報を入力し、これをコンテンツサーバ２に送信する（ステップ２０）。
【０１６７】
　コンテンツサーバ２は、ユーザ端末３からレンタル情報を受信し、これをＲＡＭなどに
一時保存する。
　次に、コンテンツサーバ２は、当該ユーザに対してユーザＩＤを発行し、ユーザ端末３
に送信する。
【０１６８】
　次に、コンテンツサーバ２は、発行したユーザＩＤとパスワードを確認するための確認
ページをユーザ端末３に送信する（ステップ５５）。
　ユーザは、ユーザ端末３でこのユーザＩＤとパスワードを確認し控えておく。確認を終
えたら、当該ページに表示されている確認完了ボタンをクリックするなどして、コンテン
ツサーバ２にユーザがユーザＩＤとパスワードを確認したことを示す信号を送信する（ス
テップ２５）。
【０１６９】
　コンテンツサーバ２は、この信号を受信すると、ユーザ端末３に個人情報・レンタル情
報確認ページを送信する（ステップ６０）。
　ユーザは、ユーザ端末３で個人情報・レンタル情報確認ページを閲覧し、個人情報とレ
ンタル情報を確認する。ユーザは確認を終えると、当該ページに表示されている確認終了
ボタンをクリックするなどして、コンテンツサーバ２に、ユーザが個人情報とレンタル情
報を確認したことを示す信号を送信する（ステップ３０）。
【０１７０】
　コンテンツサーバ２は、この信号を受信すると、ＲＡＭなどに格納してある個人情報と
レンタル情報を会員データベース４１に格納する（ステップ６５）。
　以上の手順により、新規登録処理を終了する。
【０１７１】
　図１２は、旅行ガイドコンテンツをプレビューする手順を説明するためのフローチャー
トである。ユーザは、既に会員登録してあるものとする。
　まず、ユーザ端末３からコンテンツサーバ２にアクセスする（ステップ１００）。
　これに対し、コンテンツサーバ２は、ユーザ端末３にトップページを送信する（ステッ
プ１２０）。
【０１７２】
　ユーザは、ユーザ端末３で表示されたトップページでログインを選択し、所定の欄に自
分のユーザＩＤとパスワードを入力してコンテンツサーバ２に送信する（ステップ１０２
）。
　コンテンツサーバ２は、ユーザ端末３からユーザＩＤとパスワードを受信し、これを用
いてユーザを認証する（ステップ１２２）。
【０１７３】
　コンテンツサーバ２は、ユーザの認証を終えるとユーザ端末３に選択ページを送信する
（ステップ１２４）。選択ページでは、旅行ガイドコンテンツのプレビューとカスタマイ
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ズの何れかを選択できるようになっている。
　ユーザ端末３は、コンテンツサーバ２から選択ページを受信し、これを表示部６４に表
示する。
【０１７４】
　ユーザが選択画面でプレビューを選択すると、ユーザ端末３は、プレビューが選択され
たことを示す選択信号をコンテンツサーバ２に送信する（ステップ１０４）。
　コンテンツサーバ２は、プレビューが選択されたことを示す選択信号を受信し、ユーザ
端末３にプレビューページを送信する（ステップ１２６）。
【０１７５】
　ユーザ端末３は、コンテンツサーバ２からプレビューページを受信し、これを表示部６
４に表示する。
　プレビューページには、旅行ガイドコンテンツの案内画面が電子ガイド装置１０で表示
されるのと同じ状態（図１０の状態）で表示される。
【０１７６】
　ユーザは、電子ガイド装置１０でアイコンをタップする場合は、これをマウス操作でク
リックするなどして、案内画面から、旅行ガイドコンテンツを模擬的に操作することがで
きる。ユーザ端末３上からの操作と、電子ガイド装置１０での操作に対し、案内画面は同
様に変化する。即ち、電子ガイド装置１０での旅行ガイドコンテンツの操作を予めユーザ
端末３で練習することができる。
【０１７７】
　まず、アイコンをクリックするなど、案内画面で旅行ガイドコンテンツを操作すると、
ユーザ端末３は、操作内容を示す信号をコンテンツサーバ２に送信する（ステップ１０６
）。
　コンテンツサーバ２は、操作内容を示す信号を受信し、操作内容に対応する処理を実行
する（ステップ１２８）。
　そして、コンテンツサーバ２は、処理を実行した結果に対応する案内画面（操作内容を
実行した後の画面）を生成し、これをユーザ端末３に送信する（ステップ１３０）。
【０１７８】
　ユーザ端末３は、操作内容を実行した後の案内画面を受信し、これを表示部６４に表示
する（ステップ１０８）。ユーザは、この画面により、自分の行った操作により、案内画
面がどのように変化（遷移）するか知ることができる。
【０１７９】
　旅行ガイドコンテンツの操作を終了しない場合は（ステップ１１０；Ｎ）、ステップ１
０６に戻り、引き続き旅行ガイドコンテンツの操作を行う。
　旅行ガイドコンテンツの操作を終了する場合は（ステップ１１０；Ｙ）、プレビューペ
ージ中の終了ボタンをクリックする。すると、ユーザ端末３は、コンテンツサーバ２にプ
レビューを終了することを示す終了信号を送信する（ステップ１１２）。
　コンテンツサーバ２は、この終了信号を受信し、プレビューを終了する（ステップ１３
２）。
【０１８０】
　以上の例では、旅行ガイドコンテンツをコンテンツサーバ２で操作したが、この他に、
ユーザ端末３に旅行ガイドコンテンツを送信し、ユーザ端末３で旅行ガイドコンテンツを
操作するように構成することもできる。
【０１８１】
　図１３は、旅行ガイドコンテンツをカスタマイズする手順を説明するためのフローチャ
ートである。ユーザは、既に会員登録してあるものとする。
　まず、ユーザ端末３からコンテンツサーバ２にアクセスする（ステップ１５０）。
　これに対し、コンテンツサーバ２は、ユーザ端末３にトップページを送信する（ステッ
プ１７０）。
【０１８２】
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　ユーザは、ユーザ端末３で表示されたトップページでログインを選択し、所定の欄に、
自分のユーザＩＤとパスワードを入力してコンテンツサーバ２に送信する（ステップ１５
２）。
　コンテンツサーバ２は、ユーザ端末３からユーザＩＤとパスワードを受信し、これを用
いてユーザを認証する（ステップ１７２）。
【０１８３】
　コンテンツサーバ２は、ユーザの認証を終えるとユーザ端末３に選択ページを送信する
（ステップ１７４）。
　ユーザ端末３は、コンテンツサーバ２から選択ページを受信し、これを表示部６４に表
示する。
【０１８４】
　ユーザが選択画面でカスタマイズを選択すると、ユーザ端末３は、カスタマイズが選択
されたことを示す選択信号をコンテンツサーバ２に送信する（ステップ１５４）。
　コンテンツサーバ２は、カスタマイズが選択されたことを示す選択信号を受信し、ユー
ザ端末３にカスタマイズページを送信する（ステップ１７６）。
【０１８５】
　ユーザ端末３は、コンテンツサーバ２からカスタマイズページを受信し、これを表示部
６４に表示する。
　カスタマイズページでは、旅行ガイドコンテンツの案内画面が表示され、ユーザは、こ
れに対してメモ情報を書き込んだり、お気に入り登録したり、ルート設定をしたりなどの
操作を行うことができる。
【０１８６】
　ユーザが、カスタマイズページで、メモ情報を書き込むなどの操作を行い、旅行ガイド
コンテンツを変更すると、ユーザ端末３は、変更操作の内容を示す信号をコンテンツサー
バ２に送信する（ステップ１５６）。この信号には、書き加えたメモ情報の内容なども含
まれている。
【０１８７】
　コンテンツサーバ２は、この変更操作の内容を示す信号を受信し、これをＲＡＭなどに
一時記憶する（ステップ１７８）。
　そして、コンテンツサーバ２は、変更内容に応じた画面を生成してユーザ端末３に送信
する（ステップ１８０）。
【０１８８】
　ユーザ端末３は、変更後の画面を受信して表示部６４に表示する（ステップ１５８）。
　変更操作を終了しない場合は（ステップ１６０；Ｎ）、ステップ１５６に戻り、変更操
作を続行する。
　変更操作を終了する場合は（ステップ１６０；Ｙ）、ユーザはカスタマイズページ中に
表示されたセーブボタンをクリックする。
【０１８９】
　すると、ユーザ端末３は、コンテンツサーバ２に、変更内容を確定することを示すセー
ブ信号を送信する（ステップ１６２）。
　コンテンツサーバ２は、セーブ信号を受信すると、ＲＡＭなどに一時記憶しておいた変
更操作内容を確定させ、旅行ガイドコンテンツを当該ユーザ用にカスタマイズして所定の
データベースに格納し（ステップ１８２）、処理を終了する。即ち、ユーザが記入したメ
モ情報や、お気に入り登録などをユーザ情報データベース４３に格納したり、ユーザが、
ユーザ情報とガイド情報を関連づけた場合は、関連づけに関する情報を格納したりなどす
る。
【０１９０】
　図１４は、業務端末４がコンテンツサーバ２から旅行ガイドコンテンツをダウンロード
する手順を説明するためのフローチャートである。
　以下の動作は、コンテンツサーバ２のＣＰＵと業務端末４のＣＰＵが行うものである。
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　まず、旅行ガイド業者は、ブラウザで所定のＵＲＬを入力することにより、業務端末４
からコンテンツサーバ２にアクセスする（ステップ２００）。
【０１９１】
　これに対し、コンテンツサーバ２は、業務端末４に旅行ガイド業者用のログインページ
を送信する（ステップ２３０）。
　旅行ガイド業者は、業務端末４で表示されたログインページから業者ＩＤとパスワード
を入力してコンテンツサーバ２に送信する（ステップ２０５）。
　コンテンツサーバ２は、この業者ＩＤとパスワードを受信し、当該旅行ガイド業者を認
証する（ステップ２３５）。
【０１９２】
　コンテンツサーバ２は、旅行ガイド業者の認証を終了すると業務端末４にダウンロード
ページを送信する（ステップ２４０）。
　次に、旅行ガイド業者は、業務端末４で表示されたダウンロードページから対象として
いるユーザのユーザＩＤを入力し、これをコンテンツサーバ２に送信する（ステップ２１
０）。
【０１９３】
　コンテンツサーバ２は、業務端末４からユーザＩＤを受信し、当該ユーザが選択したガ
イド情報と当該ユーザが作成したユーザ情報をガイド情報データベース４２、ユーザ情報
データベース４３から検索して、当該ユーザ用の旅行ガイドコンテンツを生成し、業務端
末４に送信する（ステップ２４５）。
【０１９４】
　旅行ガイド業者は、コンテンツサーバ２からダウンロードした旅行ガイドコンテンツを
記憶媒体９に格納し（ステップ２１５）、旅行ガイドコンテンツのダウンロード処理を終
了する。
【０１９５】
　図１５は、業務端末４からコンテンツサーバ２に旅行記録情報をアップロードする手順
を説明するためのフローチャートである。
　まず、旅行ガイド業者は、旅行を終えたユーザから記憶媒体９を取得し、業務端末４を
用いてここから旅行ガイドコンテンツを読み出す（ステップ３０５）。次に、業務端末４
は、読み出した旅行ガイドコンテンツから旅行記録情報を抽出する（ステップ３０５）。
なお、行動履歴は旅行記録情報に含まれている。
【０１９６】
　次に、業務端末４は、コンテンツサーバ２にアクセスする（ステップ３１０）。
　これに対し、コンテンツサーバ２は、業務端末４に旅行ガイド業者用のログインページ
を送信する（ステップ３３０）。
　旅行ガイド業者は、業務端末４で表示されたログインページから、自分の業者ＩＤとパ
スワードを入力し、コンテンツサーバ２に送信する（ステップ３１５）。
【０１９７】
　コンテンツサーバ２は、業務端末４から業者ＩＤとパスワードを受信し、これを認証す
る（ステップ３３５）。
　認証を終えると、コンテンツサーバ２は、業務端末４にアップロードページを送信する
（ステップ３４０）。
旅行ガイド業者は、業務端末４において、コンテンツサーバ２から送信されてきたアップ
ロードページに、当該ユーザのユーザＩＤを入力すると共に、ステップ３０５で抽出した
旅行記録情報を添付してコンテンツサーバ２に送信する（ステップ３２０）。
【０１９８】
　コンテンツサーバ２は、旅行記録情報を添付されたアップロードページを受信し、旅行
記録情報をアップロードページに記載されたユーザＩＤを関連づけて旅行記録情報データ
ベース４４に格納し（ステップ３４５）、処理を終了する。
【０１９９】
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　図１６は、ユーザ端末３の表示部６４に表示されたプレビュー画面の一例を示した図で
ある。
　このプレビュー画面は、カスタマイズページで提供されるプレビュー機能を用いて表示
したものである。
　即ち、カスタマイズページで所定の操作を行うとプレビュー画面を表示させることがで
きるようになっている。
【０２００】
　なお、ユーザ端末３上で旅行ガイドコンテンツをプレビューするために、ユーザ端末３
がエミュレータを必要とする場合は、これを予めコンテンツサーバ２からダウンロードし
てユーザ端末３にインストールしておくこととする。
【０２０１】
　プレビュー画面で表示された旅行ガイドコンテンツは、電子ガイド装置１０で使用する
場合と同様に、ユーザ端末３で動作させることができる。電子ガイド装置１０では、画面
上のアイコンをタップするのに対し、プレビュー画面では、アイコンをマウス６６を用い
てクリックすることにより、同様に動作させることができる。
【０２０２】
　このように、ユーザＩＤを登録することにより、申し込んだ旅行ガイドコンテンツを自
宅のパーソナルコンピュータなどからプレビューすることができる。これにより、旅行当
日に空港カウンタ８で受け取る旅行ガイドコンテンツ、アプリケーションなどを自宅で確
認することができ、操作方法などを覚えることが可能となる。
【０２０３】
　図１７は、カスタマイズページの一例を示した図である。
　カスタマイズページは、メモボタン１６０、お気に入りボタン１６１、ルート設定ボタ
ン１６２、セーブボタン１６３、表示部エリア１６５を備えている。
　表示部エリア１６５の上には、当該ユーザのユーザＩＤが「会員Ｎｏ」として表示され
、更に、ユーザが選択したガイド情報のコース名「基本・ハローエクスプレス・ゴルフ専
門」が表示されている。
【０２０４】
　表示部エリア１６５には、電子ガイド装置１０の表示部９２に表示されるのと同じ画面
が表示される。この画面を見ながらユーザは、旅行ガイドコンテンツをカスタマイズする
ことができる。
　メモボタン１６０、お気に入りボタン１６１、ルート設定ボタン１６２は、それぞれメ
モ情報、お気に入り登録、ルート設定を行うためのボタンである。
【０２０５】
　メモボタン１６０は、メモ情報を生成するボタンであって、このメモ情報はＰＯＩに関
連づけることができる。
　例えば、表示部エリア１６５の地図に表示されているＰＯＩ１６６にメモ情報を設定し
たい場合、このＰＯＩを表すアイコンをクリックして選択した後、メモボタン１６０をク
リックする。
【０２０６】
　すると、テキスト入力ダイアログボックスがポップアップし、メモ情報の入力を受け付
ける。このテキスト入力ダイアログボックスで「ここでランチ！！！」などと入力し、当
該ダイアログボックスに表示された設定ボタンをクリックすると、ＰＯＩ１６６に「ここ
でランチ！！！」なるテキストデータがメモ情報として設定される。設定されたメモ情報
は、地図上にメモ表示１６７として表示される。
【０２０７】
　一端作成したメモ情報は、削除したり、内容を書き直したりすることもできるようにな
っている。
　このメモ機能を利用することにより、旅行前にガイド情報に情報を書き込むことができ
る。これにより、旅行前に実行しようと思ったことを、忘れずに旅行中に実行することが
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可能となる。
【０２０８】
　お気に入りボタン１６１をクリックすると、お気に入りマーク１６８がトグル動作する
。即ち、お気に入りボタン１６１をクリックするたびに、お気に入りボタン１６１が登録
状態と非登録状態を交互に繰り返す。
　お気に入りボタン１６１をクリックしてお気に入りマーク１６８を登録状態にすること
により、現在表示されているページ（ＰＯＩ情報）をお気に入り登録することができる。
【０２０９】
　お気に入り登録機能を利用することにより、ユーザは自分の気に入ったＰＯＩ、あるい
はチェックしておきたいＰＯＩにお気に入りマークをつけることができる。これにより、
旅行中に行くべきお店などを旅行ガイドコンテンツ中に記憶させておくことができる。
　ページ送りボタン１６９をクリックすることにより、前のページあるいは次のページに
移動し、他のページもカスタマイズすることができる。
【０２１０】
　図１８は、カスタマイズ画面でルート設定をする場合の一例を示した図である。
ルート設定する場合は、ルート設定ボタン１６２をクリックした後、地図上で出発地、目
的地の順序で２つの地点をクリックする。
【０２１１】
　すると、コンテンツサーバ２が最適経路を計算し、図に示したように矢印で最適経路が
地図上に表示される。
　ルート設定機能を利用することにより、事前に複数のルートを設定することができる。
これにより、現地に到着してからルート検索するよりも、より早く旅行を開始することが
できる。
【０２１２】
　以上の要領で、メモ情報、お気に入り登録、ルート設定を各ページについて設定した後
、セーブボタン１６３をクリックすると、設定した内容を確定する旨の信号がコンテンツ
サーバ２に送信される。そして、コンテンツサーバ２は、ユーザが設定した内容を確定し
保持する。このように、上記メモ情報、お気に入り登録、ルート設定により、カスタマイ
ズした旅行ガイドコンテンツをＷｅｂ上で送信、記憶させることで、ユーザ個人のオリジ
ナルな旅行ガイドコンテンツを旅行先に持参することが可能となる。
【０２１３】
　図１９はアルバムページの一例を示した図である。
　アルバムページは、地図表示部１８１、写真一覧部１８５、写真貼り付けボタン１８２
、履歴表示ボタン１８３、メモ記入ボタン１８４、ページ送りボタン１９０などから構成
されている。
【０２１４】
　地図表示部１８１は、ユーザが旅行中に移動したエリアに対応する地図が表示される。
ユーザが移動したエリアは、ユーザの行動履歴から割り出したものである。
　写真一覧部１８５には、ユーザがこのエリアで撮影した画像データの一覧が表示される
。ユーザが当該エリアで撮影した画像データは、画像データの撮影時刻と行動履歴に含ま
れる時刻を対比することにより特定したものである。
【０２１５】
　写真一覧部１８５に表示されている画像の何れかをクリックして選択状態にした後、写
真貼り付けボタン１８２をクリックすると、画像１８７、１８８のように、当該画像が地
図上の撮影地点に表示される。撮影位置は、画像データの撮影時刻と行動履歴に含まれる
時刻から特定されたものである。
【０２１６】
　また、写真一覧部１８５に表示された画像を地図上にドラッグアンドドロップすること
により、地図上に画像を配置することも可能である。この場合は、画像データの撮影時刻
と行動履歴に含まれる時刻から特定された撮影位置とドラッグアンドドロップで配置され
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た位置が異なっていてもよい。
【０２１７】
　履歴表示ボタン１８３をクリックすると、ユーザの移動した経路が矢線１８９として表
示される。この経路は行動履歴から算出したものである。
　地図中の地点をクリックした後、メモ記入ボタン１８４をクリックするとメモ記入ダイ
アログボックスがポップアップし、クリックした地点にメモ情報を入力する。入力したメ
モ情報は、メモ表示１８６として地図上に表示される。
　ページ送りボタン１９０をクリックすることにより、前後のアルバムページに移動し、
同様に編集することができる。
【０２１８】
　このように、アルバムページを利用することにより、ユーザ個人が撮影した写真を、予
め用意された地図上に貼り付けたり、行動履歴から自動的に付加されたユーザの行動履歴
を矢線で表したり、メモ情報を書き込んだりすることで、ユーザ個人の思い出アルバムを
作成することができる。
【０２１９】
　本実施の形態では、電子ガイド装置１０の内蔵カメラ９４で撮影した画像データをアル
バムページに貼り付けるように構成したが、これに限定せず、撮影日及び時刻が記録され
ていれば汎用のデジタル式カメラで撮影した画像データを用いてアルバムページを作成す
ることもできる。デジタル式カメラの時刻情報をＧＰＳ１１から得た位置情報及び時刻情
報と同期をとることで、内蔵カメラ９４と同様の機能を実現することができる。
この場合は、空港カウンタ８で、ユーザから記憶媒体９を受け取ると共に、ユーザのデジ
タル式カメラに記録されている画像データを記憶媒体９などにコピーさせてもらい、旅行
ガイド業者に送付するようにする。ユーザの汎用のデジタル式カメラを利用する場合、画
像データを記憶媒体９などにコピーする方法に加えて、ユーザが自宅の端末から画像デー
タをコンテンツサーバ２に送信する方法がある。
【０２２０】
　また、本実施の形態では、ユーザ端末３、業務端末４、コンテンツサーバ２をインター
ネット５で接続するように構成したが、これに限定するものではなく、ＬＡＮ（Ｌｏｃａ
ｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）やＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、光
通信網、通信衛星を介した通信網、あるいはこれらのうち複数を接続して構成することも
できる。
【０２２１】
　また、本実施の形態では、電子ガイド装置１０としてＰＤＡを用いたが、この他に、カ
メラ付き携帯パーソナルコンピュータ、デジタル式カメラ、携帯電話などを用いて構成す
ることもできる。
【０２２２】
　以上に示した第１の実施の形態では、以下のような効果を得ることができる。
　まず、ユーザにユニークなユーザＩＤを用いてコンテンツサーバ２にログインすること
で、旅行先で利用する旅行ガイドコンテンツをＷｅｂ上でプレビューすることができる。
これにより、ユーザは、旅行準備期間中に旅行ガイドコンテンツの内容を確認することが
できる。
【０２２３】
　また、旅行準備期間中にコンテンツの内容確認と同時にメモ情報を書き込むことが可能
であり、メモ情報が書き込まれた状態で旅行ガイドコンテンツがユーザに渡される。これ
は、あたかもユーザがしおりにメモを書き込んで旅行ガイドブックに張っておくかのよう
に、プレビュー時にユーザが旅行ガイドコンテンツにメモ情報を加えることができる（し
おり作成機能）。そして、入力したメモ情報が海外などの旅行先での利用時に反映される
。
【０２２４】
　また、旅行前、及び旅行中にＰＯＩをお気に入り登録することができる。また、旅行前
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、及び旅行中に目的地と出発地から最適経路を検索することができる。
　旅行中にユーザが移動した軌跡を行動履歴として保存し閲覧することができる（移動履
歴確認機能）。また、行動履歴を用いてユーザの軌跡を地図上に表示し、これをＷｅｂ上
に掲載することができる。
【０２２５】
　また、地図上にユーザが移動した軌跡を残し、時間を鍵（キー）として撮影したデジタ
ル式カメラの画像と同期させることができる。また、Ｗｅｂ上にユーザが画像を掲載する
ことができる（アルバムページ作成機能）。即ち、旅行中の移動経路と画像データを同期
させて保存、閲覧させることができる。
【０２２６】
　以上のように、本実施の形態では、ユーザは、旅行中だけでなく、旅行前、旅行後も旅
行を楽しむことができる。
【０２２７】
　また、本実施の形態を以下のように応用した利用方法もある。
　（１）位置情報共有機能
　グループ旅行で団体行動を行う場合、一台のＧＰＳ１１から複数の電子ガイド装置１０
に位置情報を送信し、位置情報を複数の電子ガイド装置１０で共有することができる。こ
のため、各自がＧＰＳ１１を携帯する必要がなくなる。
【０２２８】
　（２）端末間の情報交換機能通信を用いて、ユーザの行動履歴、体験したガイド情報な
どを複数の端末間で旅行中に交換することができる。このように、旅行先で得た情報を他
のユーザに開示することができる。また、旅行中に複数の電子ガイド装置１０の間で、行
動履歴・ユーザ追加情報（お気に入り・ルート設定・メモなど）を追加することもできる
。ただし、旅行業者が作成したコンテンツの複製は制限されている。
【０２２９】
　（３）地上波デジタルデータ放送による無線アップデート機能
　電子ガイド装置１０に地上波デジタルチューナを内蔵させることにより、旅行先での利
用時にデータ放送を受信して最新のガイド情報を入手することが可能である。これにより
、ユーザは、旅行中に最新の旅行ガイドコンテンツを入手することができる。
【０２３０】
　（４）無線ＬＡＮによる無線アップデート機能
　電子ガイド装置１０に無線ＬＡＮ機能を実装することにより、屋内や航空機の中でデー
タを受信し、最新の旅行ガイドコンテンツを入手することが可能である。
【０２３１】
　（５）屋内ナビゲーション機能
　現在地と目的地を入力することで、最適なルートを屋内地図上に表示することかできる
。このように、空港、ショッピングモールなどの屋内においても目的地への最適経路を知
ることができ、見取り図や案内表示板などに依存する必要がなくなる。
【０２３２】
　（第１の実施の形態の変形例）
　図２０は、本変形例に係るネットワーク構成の一例を示した図である。
　本変形例は、旅行ガイドシステムに新たにコミュニティサーバ６を加えたものである。
図中、空港カウンタ８、レンタル機材１５などは図示していない。
【０２３３】
　コミュニティサーバ６は、コミュニティ運営機能を提供するサーバ装置である。コミュ
ニティは例えば電子掲示板形式で運営され、ユーザから送信されてきた投稿を電子掲示板
上に掲載する。
　本変形例では、電子掲示板の閲覧を会員に限定するように構成してあるが、これに限定
せず、一般に公開するように構成してもよい。
【０２３４】
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　コミュニティは、例えば、ハワイ、ローマ、・・・など地域別、あるいはグルメ、ショ
ッピング、・・・などとジャンル別に運営されている。旅行先での情報を投稿して、これ
から当地を訪れるユーザに情報を提供したり、あるいは質問事項を掲載して他のユーザの
意見を得たりなどすることができる。
【０２３５】
　コミュニティサーバ６を用いることにより、ユーザ同士でアルバムページ、写真、旅行
日記などを公開することができる。これにより、他のユーザの旅行日記を参考にしたり、
投票により旅行日記のコンテストを実施することなどが可能となり、ユーザの旅行後の楽
しみを増やすことができる。これにより、コミュニティの運営を次回の集客につなげるこ
とが可能となる。
【０２３６】
　図２１は、コミュニティサーバ６で掲載されている電子掲示板の一例を示した図である
。
　このように、電子掲示板上では、複数のユーザによる投稿を閲覧することができる。ま
た、図示しないが、ユーザは、自己のアルバムページや写真などを電子掲示板上で公開す
ることができる。
また、コミュニティサーバ６が提供するサービスは電子掲示板に限定するものではなく、
例えば、チャットやその他の形式で提供することもできる。
また、コミュニティサーバ６に掲載された情報を旅行ガイド業者がまとめてコンテンツと
してレンタル・販売を行うことも可能である。
【０２３７】
　（第２の実施の形態）
　本実施の形態は、ユーザがユーザ端末３に記憶媒体９を装着し、旅行ガイドコンテンツ
のダウンロード（旅行前）及び旅行記録情報のアップロード（旅行後）を行うものである
。このため、第１の実施の形態の業務端末４は必要なくなる。
【０２３８】
　図２２は、第２の実施の形態に係る旅行ガイドシステムａのシステム構成を示した概念
図である。
　旅行ガイドシステムａは、コンテンツサーバ２、インターネット５、ユーザ端末３、記
憶媒体９、レンタル機材１５などから構成されている。
　第１の実施の形態に対応する構成要素には、同じ符号を付し、重複する説明は省略する
。
【０２３９】
　ユーザ端末３は、記憶媒体駆動部７６に記憶媒体９を装着することができ、記憶媒体９
に対してデータの読み書きを行うことができる。
　ユーザは、コンテンツサーバ２への登録、及び旅行ガイドコンテンツのカスタマイズは
、第１の実施の形態と同様に行う。
【０２４０】
　ユーザは、旅行ガイドコンテンツのカスタマイズを終えると、旅行ガイドコンテンツを
コンテンツサーバ２からユーザ端末３にダウンロードし、これを記憶媒体９に書き込む。
　ユーザは、旅行当日、旅行ガイドコンテンツを記憶した記憶媒体９を空港に持参する。
そして、空港カウンタ８でレンタル機材１５を借り受け、持参した記憶媒体９を電子ガイ
ド装置１０に装着し、旅行先で旅行ガイドコンテンツを利用する。
【０２４１】
　旅行を終え、帰国したときに、レンタル機材１５は、空港カウンタ８に返却し、記憶媒
体９は、持ち帰る。そして、記憶媒体９をユーザ端末３に装着して、記憶媒体９から旅行
記録情報を抽出してコンテンツサーバ２に送信する。
【０２４２】
　以上に説明したように、ユーザ自身が旅行ガイドコンテンツのダウンロードと、旅行記
録情報のアップロードを行えば、業務端末４を用意する必要がなくなる。
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　更に、ユーザが自前の電子ガイド装置１０、ＧＰＳ１１を有する場合は、空港カウンタ
８でレンタル機材１５のレンタルを受ける必要もなくなる。
【０２４３】
　図２３は、ユーザが旅行記録情報をコンテンツサーバ２にアップロードする際にユーザ
端末３で表示される画面を示した図である。
　図中の「ＹＥＳ」ボタンを、クリックすると、記憶媒体９からコンテンツサーバ２への
アップロードが開始され、アップロードの進捗状況が表示バーによって％表示される。
【０２４４】
以上に説明した第２の実施の形態では、業務端末４は、コンテンツサーバ２の管理をすれ
ばよく、記憶媒体９への旅行ガイドコンテンツのダウンロード業務、及び旅行記録情報の
コンテンツサーバ２へのアップロード業務を行う必要がなくなる他、ユーザは、ユーザ端
末３から直に旅行ガイドコンテンツを入手することができる。
また、電子ガイド装置１０もユーザが所有するように構成することもできる。この場合、
ユーザ端末３からインターネット５経由でコンテンツサーバ２からダウンロードする場合
と、インターネット接続機能を有する電子ガイド装置１０を直接インターネット５に接続
してダウンロードする場合がある。
【０２４５】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は説明した実施形態に限定される
ものではなく、各請求項に記載した範囲において各種の変形を行うことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０２４６】
【図１】第１の実施の形態に係る旅行支援システムのシステム構成を示した概念図である
。
【図２】各データベースに格納されている情報を模式的に表した図である。
【図３】旅行ガイドコンテンツの構成を概念的に示した図である。
【図４】コンテンツサーバのハードウェア的な構成の一例を示した図である。
【図５】ユーザ端末３のハードウェア的な構成の一例を示した図である。
【図６】電子ガイド装置のハードウェアの構成の一例を示した図である。
【図７】記憶媒体に格納されている旅行ガイドコンテンツのファイル構成の一例を示した
図である。
【図８】ＰＯＩ情報を示した図である。
【図９】電子ガイド装置の外観の一例を示した図である。
【図１０】案内画面の一例を示した図である。
【図１１】コンテンツサーバに登録する手順を説明するためのフローチャートである。
【図１２】旅行ガイドコンテンツをプレビューする手順を説明するためのフローチャート
である。
【図１３】旅行ガイドコンテンツをカスタマイズする手順を説明するためのフローチャー
トである。
【図１４】旅行ガイドコンテンツをダウンロードする手順を説明するためのフローチャー
トである。
【図１５】旅行記録情報をアップロードする手順を説明するためのフローチャートである
。
【図１６】プレビュー画面の一例を示した図である。
【図１７】カスタマイズページの一例を示した図である。
【図１８】カスタマイズ画面でルート設定をする場合の一例を示した図である。
【図１９】アルバムページの一例を示した図である。
【図２０】変形例に係るネットワーク構成の一例を示した図である。
【図２１】コミュニティサーバで掲載されている電子掲示板の一例を示した図である。
【図２２】第２の実施の形態に係る旅行支援システムのシステム構成を示した概念図であ
る。
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【図２３】ユーザが旅行記録情報をコンテンツサーバ２にアップロードする際に表示され
る画面を示した図である。
【符号の説明】
【０２４７】
　　　２　コンテンツサーバ
　　　３　ユーザ端末
　　　４　業務端末
　　　５　インターネット
　　　６　コミュニティサーバ
　　　８　空港カウンタ
　　　９　記憶媒体
　　１０　電子ガイド装置
　　１１　ＧＰＳ
　　２０　制御部
　　２１　通信制御部
　　２２　入出力部
　　２３　記憶部
　　２４　プログラム格納部
　　２５　データ格納部
　　２６　バスライン
　　３２　登録手段
　　３３　認証手段
　　３４　プレビュー・カスタマイズ手段
　　３５　アルバム作成手段
　　４１　会員データベース
　　４２　ガイド情報データベース
　　４３　ユーザ情報データベース
　　４４　旅行記録情報データベース
　　５６　制御部
　　５８　ＣＰＵ
　　６０　ＲＯＭ
　　６２　ＲＡＭ
　　６４　表示部
　　６６　マウス
　　６８　キーボード
　　７２　通信制御部
　　７３　バスライン
　　７４　入出力インターフェース
　　７６　記憶媒体駆動部
　　７８　記憶部
　　７９　プログラム格納部
　　８０　データ格納部
　　８１　無線通信部
　　８２　無線通信アンテナ
　　８３　ＲＦ処理部
　　８４　ベースバンド処理部
　　８６　ＣＰＵ
　　８９　バスライン
　　９０　ＲＯＭ
　　９１　ＲＡＭ
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　　９２　表示部
　　９３　入力部
　　９４　内蔵カメラ
　１０１　ガイド情報
　１０２　ユーザ情報
　１０３　旅行記録情報
　１０４　プログラム
　１０５　ＰＯＩ
　１０６　地図
　１０７　制御ソフト
　１１０　メモ情報
　１１１　お気に入り登録情報
　１１２　ルート情報
　１１５　画像データ
　１１６　旅行中メモ情報
　１１７　行動履歴
　１１８　最適経路検索プログラム
　１２０　レンズ
　１２１　キー操作部
　１２３　シャッター
　１３１　カテゴリアイコン
　１３２　ＰＯＩ名称
　１３３　サブタイトル
　１３４　口コミボタン
　１３５　行き方ボタン
　１３６　時計ボタン
　１４０　記号ボタン
　１４１　メモボタン
　１４２　会話例ボタン
　１４３　詳細ボタン
　１４４　解説フィールド
　１４５　お気に入りマーク
　１４６　ページ送りボタン
　１４７　写真
　１４８　スクロールバー
　１５０　情報ボタン
　１５１　ズームボタン
　１５２　ＰＯＩ画面／地図画面切り替えボタン
　１５３　地図ウィンドウ
　１５４　アイコン
　１５５　現在位置
　１６０　メモボタン
　１６１　お気に入りボタン
　１６２　ルート設定ボタン
　１６３　セーブボタン
　１６５　表示部エリア
　１６８　お気に入りマーク
　１６９　ページ送りボタン
　１８１　地図表示部
　１８２　写真貼り付けボタン
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　１８３　履歴表示ボタン
　１８４　メモ記入ボタン
　１８５　写真一覧部
　１８７　画像
　１８８　画像
　１９０　ページ送りボタン
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